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　平成24年第４回定例会は、会期を12月11日から13日
までの３日間と決め開催されました。
　平成24年度一般会計補正予算、条例の制定・一部改正
など議案13件、承認２件、同意１件を審議しました。
　平成23年度決算審査特別委員会に付託されていた一般
会計決算は不認定、５特別会計及び水道事業会計は認定と
なりました。

　一般質問では８人の議員が質問に立ち、町政に対する理
事者の考えを質したほか、七飯町議会の改革に関する調査
特別委員会の中間報告、藤城小学校学校改築工事に関する
調査特別委員会の最終報告、民生文教常任委員会の所管事
務調査報告や議員提出議案として七飯町議会会議規則・七
飯町議会委員会条例・七飯町議会議員の議員報酬等に関す
る条例の改正などを審議し原案どおり可決しました。

◇審議して決まったこと……………………P17
◇監査報告（定期監査）……………………P18
◇監査報告（例月監査）……………………P18
◇第５回臨時会………………………………P18
◇一般質問……………………………………P18

◇議案審査の結果報告………………………P22
◇常任委員会活動報告………………………P24
◇特別委員会報告……………………………P25
◇議員出席状況………………………………P35

平成25年２月

審 議 結 果
区　　分 結果 番　　号 議　　　　　件　　　　　名　　　　　等 継続審査・調査・その他

議　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

案

条例制定

◎ 議案第5 4号 七飯町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について
◎ 議案第5 5号 七飯町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について
◎ 議案第5 6号 七飯町水道技術管理者の資格基準等に関する条例の制定について

付　託 議案第7 9号 七飯町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 民生文教常任委員会へ付託

付　託 議案第8 0号
七飯町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準を定める条例の制定について

民生文教常任委員会へ付託

付　託 議案第8 1号 七飯町町道の構造の技術的基準等を定める条例の制定について 経済産業常任委員会へ付託

条例改正

◎ 議案第5 8号 七飯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について
◎ 議案第5 9号 七飯町都市公園条例の一部改正について
◎ 議案第6 0号 七飯町公共下水道条例の一部改正について
◎ 議案第8 2号 七飯町手数料条例の一部改正について
◎ 議案第8 3号 七飯町保育の実施に関する条例の一部改正について

補正予算

◎ 議案第8 6号 平成24年度七飯町一般会計補正予算（第12号）
◎ 議案第8 7号 平成24年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）
◎ 議案第8 8号 平成24年度七飯町後期高齢者医療健特別会計補正予算（第2号）
◎ 議案第8 9号 平成24年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第2号）
◎ 議案第9 0号 平成24年度七飯町下水道事業特別会計補正予算（第2号）
◎ 議案第9 1号 平成24年度七飯町水道事業会計補正予算（第3号）

人　　 事 同　意 同意第 4 号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

そ の 他
承認 承 認 第 5 号 専決処分の承認を求めることについて
承認 承 認 第 6 号 専決処分の承認を求めることについて
◎ 議案第8 4号 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定について
◎ 議案第8 5号 七飯町土地開発公社の解散について

決 算 認 定

不認定 認定第 1 号 平成23年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定について
認　定 認定第 2 号 平成23年度七飯町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
認　定 認定第 3 号 平成23年度七飯町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
認　定 認定第 4 号 平成23年度七飯町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
認　定 認定第 5 号 平成23年度七飯町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
認　定 認定第 6 号 平成23年度七飯町土地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について
認　定 認定第 7 号 平成23年度七飯町水道事業会計決算認定について

発
議
案

条例改正等
◎ 発議案第16号 七飯町議会会議規則の一部改正について
◎ 発議案第17号 七飯町議会委員会条例の一部改正について
◎ 発議案第18号 七飯町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について

そ の 他

報告済 常任委員会報告
報告済 各特別委員会報告
報告済 定期監査報告
報告済 出納検査報告
承　認 閉会中の継続調査の申し出について
承　認 閉会中の委員会活動の承認について

◎=全員一致で可決　　○=賛成多数で可決　　●=賛成少数で否決　　×=賛成なしで否決
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審
議
し
て
決
ま
っ
た
こ
と

条
例
制
定

◆
七
飯
町
営
住
宅
等
の
整
備
基

準
を
定
め
る
条
例
の
制
定

　

地
域
主
権
改
革
一
括
法
に
基

づ
く
地
方
へ
の
権
限
移
譲
に
よ

る
条
例
制
定
。

平
成
25
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
移
動
等
円
滑
化
の
た

め
に
必
要
な
特
定
公
園
施
設
の

設
置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
制
定

　

地
域
主
権
改
革
一
括
法
に
基

づ
く
地
方
へ
の
権
限
移
譲
に
よ

る
条
例
制
定
。

平
成
25
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
水
道
技
術
管
理
者
の

資
格
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の

制
定

　

地
域
主
権
改
革
一
括
法
に
基

づ
く
地
方
へ
の
権
限
移
譲
に
よ

る
条
例
制
定
。

平
成
25
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
制
定

　

地
域
主
権
改
革
一
括
法
に
基

づ
く
地
方
へ
の
権
限
移
譲
に
よ

る
「
七
飯
町
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
」
の
制
定
は
、
民

生
文
教
常
任
委
員
会
に
付
託
。

◆
七
飯
町
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定

　

地
域
主
権
改
革
一
括
法
に
基

づ
く
地
方
へ
の
権
限
移
譲
に
よ

る
「
七
飯
町
指
定
地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の

た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
」
の
制
定
は
、
民
生
文
教
常

任
委
員
会
に
付
託
。

◆
七
飯
町
町
道
の
構
造
の
技
術

的
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
制
定

　

地
域
主
権
改
革
一
括
法
に
基

づ
く
地
方
へ
の
権
限
移
譲
に
よ

る
「
七
飯
町
町
道
の
構
造
の
技

術
的
基
準
等
を
定
め
る
条
例
」

の
制
定
は
、
経
済
産
業
常
任
委

員
会
に
付
託
。

条
例
一
部
改
正

◆
七
飯
町
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
条
例
の一
部
改
正

　

地
域
主
権
改
革
一
括
法
に
基

づ
く
地
方
へ
の
権
限
移
譲
に
よ

る
改
正
及
び
条
例
の
精
査
に
よ

る
改
正
。

平
成
25
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
都
市
公
園
条
例
の
一

部
改
正

　

地
域
主
権
改
革
一
括
法
に
基

づ
く
地
方
へ
の
権
限
移
譲
に
よ

る
改
正
及
び
総
合
公
園
の
供
用

開
始
に
伴
う
改
正
。

平
成
25
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
公
共
下
水
道
条
例
の

一
部
改
正

　

地
域
主
権
改
革
一
括
法
に
基

づ
く
地
方
へ
の
権
限
移
譲
に
よ

る
改
正
。

平
成
25
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
手
数
料
条
例
の
一
部

改
正

　

北
海
道
か
ら
権
限
移
譲
を
受

け
て
い
る
建
築
確
認
業
務
等
に

係
る
北
海
道
手
数
料
条
例
が
一

部
改
正
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
関

連
す
る
手
数
料
を
改
正
。

施
行
期
日
は
公
布
の
日

◆
七
飯
町
保
育
の
実
施
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

　

保
育
料
を
段
階
的
に
国
の
基

準
ま
で
引
き
上
げ
る
た
め
の
改

正
。

平
成
25
年
４
月
１
日
施
行

補
正
予
算

◆
平
成
24
年
度
七
飯
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
12
号
）

　

認
可
保
育
所
運
営
委
託
料
、

緑
町
団
地
解
体
工
事
等
、
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
億
８
千
747
万

７
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
99
億
１
千
275
万

１
千
円
と
し
た
。

◆
平
成
24
年
度
七
飯
町
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

　

一
般
被
保
険
者
療
養
給
付
費

等
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
億

９
千
25
万
８
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
36
億

８
千
138
万
５
千
円
と
し
た
。

◆
平
成
24
年
度
七
飯
町
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

　

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
納
付
金
等
、
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
602
万
７
千
円
を
減
額

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

３
億
７
千
784
万
８
千
円
と
し

た
。

◆
平
成
24
年
度
七
飯
町
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）

　

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費

等
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
千

610
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
19
億
９
千
232
万

７
千
円
と
し
た
。

◆
平
成
24
年
度
七
飯
町
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

　

函
館
湾
流
域
下
水
道
事
務
組

合
負
担
金
等
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
502
万
８
千
円
を
減
額
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
10
億

５
千
276
万
６
千
円
と
し
た
。

◆
平
成
24
年
度
七
飯
町
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

収
益
的
支
出
を
５
万
７
千
円

減
額
し
、
４
億
２
千
94
万
３
千

円
と
し
た
。

人

事

◆
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
の
選
任

　

任
期
満
了
と
な
る
左
記
の
者

を
再
び
選
任
す
る
こ
と
に
同

意
。

氏
名　

千
島
忠
雄
（
59
歳
）

住
所　

大
中
山
６
丁
目
501
番
地

発　

議　

案

◆
議
員
提
出
議
案
と
し
て
規
則

改
正
１
件
と
条
例
改
正
２
件
が

提
出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

◎
七
飯
町
議
会
会
議
規
則

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
及

び
議
員
の
長
期
欠
席
に
伴
う
届

出
に
関
す
る
規
則
の
改
正
。

◎
七
飯
町
議
会
委
員
会
条
例

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
特
別
委
員
の
任
期
、
議

員
の
常
任
委
員
の
数
、
委
員
の

辞
任
に
関
す
る
規
定
を
改
正
。

◎
七
飯
町
議
会
議
員
の
議
員
報

酬
等
に
関
す
る
条
例

　

議
員
が
議
員
活
動
を
長
期
欠

席
し
た
場
合
の
議
員
報
酬
及
び

期
末
手
当
の
減
額
規
定
を
設
け

る
と
と
も
に
文
言
の
整
理
に
よ

る
改
正
。

そ

の

他

◆
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

（
平
成
24
年
度
七
飯
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
10
号
））

　

11
月
７
日
の
大
雨
に
よ
り
災

害
が
発
生
し
た
た
め
、
応
急
災

害
復
旧
事
業
費
と
し
て
、
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
650
万
５
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
97
億
762
万
４
千
円
と
し

た
。

◆
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

（
平
成
24
年
度
七
飯
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
11
号
））

　

衆
議
院
が
解
散
し
、
総
選
挙

が
執
行
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
た

め
、
選
挙
事
務
に
要
す
る
経
費

と
し
て
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
千
765
万
円
を
追
加
し
、
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
97
億
２
千

527
万
４
千
円
と
し
た
。

◆
七
飯
町
公
の
施
設
に
係
る
指

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

七
飯
町
さ
く
ら
共
同
作
業
所

の
平
成
25
年
度
か
ら
３
年
間
の

指
定
管
理
者
の
候
補
者
の
選

定
。

◆
七
飯
町
土
地
開
発
公
社
の
解

散
に
つ
い
て

　

今
後
、
大
規
模
な
公
有
地
の

取
得
が
見
込
ま
れ
ず
、
七
飯
町

土
地
開
発
公
社
を
解
散
す
る
た

め
の
議
決
。



七飯町　議会だより 18

決

算

　

平
成
23
年
度
一
般
会
計
及
び

特
別
会
計
並
び
に
水
道
事
業
会

計
決
算
は
「
平
成
23
年
度
決
算

審
査
特
別
委
員
会
」
に
審
査
を

付
託
し
、
そ
の
審
査
結
果
の
報

告
書
が
定
例
会
最
終
日
に
提
出

さ
れ
、
一
般
会
計
は
、
賛
成
少

数
で
不
認
定
と
し
、
そ
の
他
の

会
計
は
全
員
一
致
で
認
定
し

た
。

（
報
告
書
は
34
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

定 

期 

監 

査 

報 

告

　

定
期
監
査
結
果
を
次
の
と
お

り
報
告
す
る
。

◇
監
査
の
対
象

⑴
大
中
山
保
育
所

⑵
大
中
山
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

⑶
本
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

◇
監
査
の
期
間

　

平
成
24
年
11
月
１
日
か
ら

11
月
30
日
ま
で

◇
監
査
の
方
法

　

提
出
を
求
め
た
資
料
及
び
施

設
で
管
理
し
て
い
る
諸
帳
簿
等

の
関
係
書
類
に
つ
い
て
、
担
当

職
員
か
ら
説
明
を
受
け
な
が
ら

監
査
を
行
っ
た
。

◇
監
査
の
結
果
及
び
意
見

　

⑴
は
、
保
育
料
の
滞
納
繰
越

分
を
含
め
た
収
入
未
済
額
は
、

年
々
減
少
し
て
き
て
い
る
。
保

育
内
容
及
び
児
童
の
管
理
は
適

正
に
行
わ
れ
て
い
る
。　

　

⑵
、
⑶
は
、
各
種
相
談
、
親

子
交
流
事
業
を
実
施
し
て
い

る
。
子
育
て
に
親
子
が
利
用
し

や
す
い
よ
う
、
工
夫
し
な
が
ら

事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

　

各
施
設
と
も
施
設
運
営
及
び

事
務
事
業
の
実
施
、
諸
帳
簿
類

の
管
理
と
も
概
ね
適
正
と
認
め

ら
れ
る
。

例 
月 

出 

納 

検 

査

　

一
般
会
計
並
び
に
各
特
別
会

計
、
水
道
事
業
会
計
の
出
納
状

況
を
次
の
と
お
り
検
査
し
た
。

平
成
24
年
８
月
分
を

９
月
25
日
、
26
日
、
27
日

平
成
24
年
９
月
分
を

10
月
29
日
、
30
日
、
31
日

平
成
24
年
10
月
分
を

11
月
28
日
、
29
日
、
30
日

検
査
結
果

　

特
に
指
摘
す
べ
き
事
項
な

し
。

監
査
委
員

永　

田　

英　

利

林　
　
　

秀　

樹

補
正
予
算

◆
平
成
24
年
度
七
飯
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
９
号
）

　

藤
城
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
等

整
備
そ
の
２
工
事
等
、
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
２
千
491
万
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
97
億
111
万
９
千
円
と
し
た
。

そ

の

他

◆
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て

　

町
所
有
の
保
健
指
導
車
が
介

護
予
防
業
務
の
た
め
運
行
中
、

右
折
の
た
め
停
車
し
て
い
た
前

の
車
両
に
追
突
し
、
車
両
を
破

損
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠

償
。

Q
平
成
24
年
度
七
飯
町
施
政
方
針
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

A
現
在
は
、
順
調
に
進
ん
で
い
る平　

松　

俊　

一　

議
員

第
５
回

　

平
成
24
年
度
も
８
か
月
が
過

ぎ
、
施
政
方
針
の
進
捗
状
況
を

伺
い
た
い
。

【
町
長
】

　

医
療
費
や
介
護
費
用
等
の
自

然
増
が
見
込
ま
れ
、
財
政
運
営

は
年
々
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る

が
、
職
員
の
協
力
と
無
駄
を
な

く
す
指
導
が
功
を
奏
し
、
災
害

等
予
想
外
の
事
態
が
発
生
し
な

け
れ
ば
基
金
を
取
り
崩
す
こ
と

な
く
順
調
に
推
移
し
て
行
け
る
。

【
政
策
推
進
課
長
】

　

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
町
民
の

「
足
」
を
確
保
す
る
件
に
関
す

る
質
問
で
あ
る
が
、
鉄
道
や
路

線
バ
ス
を
核
と
す
る
公
共
交
通

を
補
完
す
る
「
循
環
バ
ス
」
や

「
乗
合
タ
ク
シ
ー
」「
地
域
の
団

体
や
企
業
に
よ
る
自
主
運
行
」

更
に
は
「
タ
ク
シ
ー
へ
の
利
用

補
助
」
等
、
よ
り
有
効
な
方
法

の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
市
内
の
大
学
の
研
究

に
対
し
て
の
連
携
協
力
も
進
め

て
お
り
、
地
域
公
共
交
通
活
性

化
協
議
会
を
通
じ
て
な
お
一
層

の
努
力
を
行
い
出
来
る
だ
け
早

く
提
案
を
し
た
い
。

【
福
祉
課
長
】

　

高
齢
者
の
社
会
参
加
と
健
康

維
持
・
増
進
を
図
る
た
め
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
健
康
保
持

の
た
め
の
活
動
等
を
行
っ
た
場

合
に
、
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
す
る

件
の
質
問
に
つ
い
て
は
、
平
成

25
年
度
の
実
施
に
向
け
て
、
現

在
庁
内
で
検
討
中
で
あ
る
。
ご

提
案
の
「
サ
ロ
ン
事
業
」
も
視

野
に
入
れ
て
、
早
め
に
ま
と
め

た
い
。
ま
た
福
祉
灯
油
は
現
在

支
給
に
関
す
る
条
例
整
備
を
検

討
し
て
い
る
の
で
、
今
年
度
の

支
給
は
見
合
わ
せ
た
い
。

　
「
要
援
護
者
買
い
物
支
援
事

業
」
は
現
在
、
利
用
者
が
少
な

く
、
広
報
活
動
に
励
み
、
事
業

の
拡
大
を
め
ざ
し
た
い
。

　

高
齢
者
の
自
主
的
な
組
織
で

あ
る
老
人
ク
ラ
ブ
や
老
人
ク
ラ

ブ
連
合
会
へ
自
主
的
な
活
動
に

対
す
る
支
援
を
行
っ
て
お
り
、

活
動
内
容
と
し
て
は
、
各
種
の

サ
ー
ク
ル
活
動
や
イ
ベ
ン
ト
、

講
座
、
町
主
催
の
事
業
へ
の
参

加
な
ど
多
数
の
参
加
が
あ
り
、

今
後
、
組
織
へ
の
参
加
を
働
き

か
け
た
い
。

【
住
民
課
長
】

　

介
護
保
険
料
の
抑
制
に
も
繋

が
る
介
護
予
防
事
業
、
特
定
健

康
診
査
の
受
診
状
況
に
つ
い
て

は
、
年
々
、
受
診
率
は
伸
び
て

い
る
が
、
渡
島
管
内
平
均
に
比

べ
る
と
低
い
状
況
。　

特
に
若

い
世
代
に
は
一
層
の
働
き
か
け

が
必
要
で
、
高
齢
者
を
含
め

て
、
広
報
へ
の
掲
載
や
案
内
書

等
の
送
付
な
ど
の
ほ
か
、
さ
ら

に
効
果
的
な
方
法
を
検
討
し
受

診
率
の
向
上
に
努
め
た
い
。

【
商
工
観
光
課
長
】

　

企
業
誘
致
を
積
極
的
に
進
め

る
た
め
、
企
業
立
地
促
進
条
例

を
改
正
し
優
遇
措
置
の
拡
充
を

図
り
、
雇
用
拡
大
と
地
域
活
性

化
を
推
進
し
て
い
る
こ
と
へ
の

質
問
で
あ
る
が
、
近
時
の
不
況

下
、
思
う
よ
う
に
結
び
付
い
て

い
な
い
が
、
金
融
機
関
や
商
工

会
と
も
連
携
し
て
活
動
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
峠

下
地
区
に
１
件
、
企
業
進
出
の

仮
契
約
が
行
わ
れ
、
他
に
２
件

問
い
合
わ
せ
が
あ
る
。

　

ご
質
問
の
新
規
企
業
の
進
出

に
対
す
助
成
だ
け
で
は
な
く
、

既
存
企
業
へ
の
支
援
や
助
成
制

度
は
国
や
道
の
制
度
が
あ
り
、

商
工
会
な
ど
と
も
連
携
し
て
希

望
す
る
企
業
に
対
応
し
て
参
り

た
い
。

　

ま
た
、
ル
ネ
サ
ス
退
職
者
に

対
す
る
説
明
会
や
相
談
会
に
つ

い
て
は
、
渡
島
総
合
振
興
局
や

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
行
っ
て
い
る
。
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Q
連
続
し
た
大
雨
災
害
対
策
に
つ
い
て

A
函
館
開
発
建
設
部
と
Ｊ
Ｒ
函
館
支
社
に
対
し
、
要
望
あ
る
い

は
協
議
を
行
い
、
工
事
実
施
に
向
け
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

長
谷
川　

生　

人　

議
員

Q
藤
城
地
域
振
興
策
と
行
政
処
分
の
町
長
と
町
民
と
の
矛

　

盾
は

A
町
民
と
の
裏
取
引
き
は
一
切
な
い中　

島　

勝　

也　

議
員

　

本
年
９
月
９
日
か
ら
10
日
に

か
け
て
の
大
雨
と
11
月
６
日
か

ら
７
日
の
大
雨
に
よ
る
湯
出
川

の
河
川
氾
濫
や
護
岸
崩
れ
に
よ

る
床
下
浸
水
な
ど
の
被
害
が
発

生
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
大
川
・
大
中
山
地
区

で
は
畑
な
ど
か
ら
土
砂
・
泥
水

が
道
路
へ
流
入
し
た
被
害
で

は
、
周
辺
の
団
地
住
民
は
大
変

不
安
な
思
い
で
過
ご
し
て
い

る
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
被
害
場

所
を
ど
の
よ
う
に
復
旧
・
改
善

し
て
い
く
の
か
所
見
を
伺
い
た

い
。

【
土
木
課
長
】

　

大
雨
時
に
湯
出
川
が
越
流
氾

濫
す
る
原
因
は
、
国
道
５
号
線

及
び
Ｊ
Ｒ
を
横
断
す
る
管
渠
の

断
面
が
小
さ
く
、
増
水
時
で
の

流
量
を
呑
み
込
め
ず
、
付
近
の

住
宅
で
床
下
浸
水
の
被
害
が
発

生
す
る
。
今
後
、
災
害
の
解
消

に
向
け
て
函
館
開
発
建
設
部
、

Ｊ
Ｒ
函
館
支
社
に
対
し
要
望
、

協
議
を
行
う
。

　

ま
た
、
畑
な
ど
か
ら
の
土
砂

流
入
対
策
と
し
て
七
飯
町
地
域

担
い
手
育
成
総
合
支
援
協
議
会

を
通
じ
て
、
農
家
に
対
し
て
対

策
を
講
じ
る
様
に
要
請
し
て
い

る
。
25
年
度
予
算
に
お
い
て
表

土
流
出
防
止
施
策
を
モ
デ
ル
的

に
実
施
し
た
い
考
え
を
示
す
。

　

い
ず
れ
も
現
地
を
検
証
し
工

事
の
早
期
着
手
に
向
け
て
取
り

組
ん
で
参
り
た
い
。

Q
町
道
中
島
４
号
線
（
胤
松
閣

道
路
）
交
渉
経
緯
の
進
捗
状
況

に
つ
い
て

　

町
道
中
島
４
号
線
の
道
路
舗

装
と
側
溝
の
整
備
に
つ
い
て

は
、
30
年
以
上
も
地
域
町
内
会

か
ら
要
望
を
続
け
て
い
る
。
最

近
の
状
況
は
平
成
23
年
４
月
25

日
に
当
町
よ
り
土
地
所
有
者
へ

道
路
整
備
を
行
い
た
い
旨
の
文

書
を
送
付
し
、
そ
の
結
果
６
月

29
日
に
は
東
京
都
内
に
お
い
て

協
議
す
る
な
ど
交
渉
経
緯
が
見

え
て
い
た
が
本
年
に
入
っ
て
ど

の
よ
う
な
交
渉
を
し
て
い
る
の

か
。
ま
た
、
進
捗
状
況
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。

【
土
木
課
長
】

　

12
月
26
日
に
東
京
に
て
協
議

す
る
予
定
で
あ
る
。
昨
年
の
交

渉
内
容
は
道
路
部
分
の
他
に
市

街
化
調
整
区
域
の
土
地
も
所
有

し
市
街
化
区
域
へ
の
編
入
を
望

ん
で
い
て
、
道
路
の
整
備
と
都

市
計
画
の
問
題
を
切
り
離
す
こ

と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
た

め
非
常
に
厳
し
い
。
現
道
部
分

の
買
収
価
格
を
提
示
し
た
が
良

い
回
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。

　

今
回
の
交
渉
は
、
長
年
の
町

内
会
か
ら
の
要
望
に
対
し
住
環

境
を
守
る
た
め
に
も
早
期
解
決

に
向
け
た
交
渉
を
行
な
い
た

い
。

　

そ
の
他
、「
赤
松
街
道
の
環

境
整
備
に
つ
い
て
」
を
質
問
し

て
い
る
。

　

藤
城
小
学
校
に
関
す
る
諸
問

題
と
藤
城
地
区
地
域
振
興
策
に

つ
い
て
次
の
点
を
伺
い
た
い
。

　
　
　
　

①
９
月
28
日
第
３
回
定
例
会
で

の
町
長
の
発
言
に
つ
い
て

②
９
月
25
日
藤
城
小
学
校
の
特

別
委
員
会
終
了
後
、
町
長
室
で

数
人
と
会
談
が
さ
れ
た
と
聞
い

て
い
る
が
誰
か

③
そ
の
時
の
話
し
合
い
の
内
容

に
つ
い
て

④
９
月
26
日
の
藤
城
公
民
館
で

開
催
さ
れ
た
、
町
長
懇
談
説
明

会
の
内
容
は

⑤
町
長
室
で
の
話
し
合
い
の
内

容
が
広
く
、
藤
城
町
民
に
知
れ

渡
っ
て
い
る
が
把
握
し
て
い
る

か

⑥
行
政
処
分
の
流
れ
に
つ
い
て

⑦
行
政
処
分
の
中
で
町
長
の
処

分
内
容
が
教
育
長
よ
り
軽
い
理

由
は

⑧
教
員
住
宅
の
進
捗
に
つ
い
て

【
町
長
】

　

藤
城
小
学
校
改
築
工
事
に
関

す
る
調
査
特
別
委
員
会
後
、
町

長
応
接
室
に
て
副
町
長
、
教
育

長
と
委
員
会
傍
聴
者
藤
城
地
区

町
民
３
名
と
議
員
１
名
と
で
地

域
振
興
策
と
し
て
峠
下
地
区
に

道
の
駅
等
に
つ
い
て
話
し
合
い

を
し
た
。

　

藤
城
地
区
で
の
話
し
の
内
容

に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い

し
裏
取
引
は
一
斉
な
い
。

【
副
町
長
】

　

行
政
処
分
に
つ
い
て
は
、
特

別
職
の
処
分
に
つ
い
て
は
自
己

申
告
で
決
定
さ
れ
る
。

※
行
政
の
最
高
責
任
者
と
し
て

教
育
長
よ
り
軽
い
処
分
内
容
に

つ
い
て
は
、
そ
の
経
過
の
答
弁

は
な
か
っ
た
。

【
学
校
教
育
課
長
】

　

教
員
住
宅
の
建
設
予
定
地
は

国
道
よ
り
の
出
入
り
が
狭
く
な

り
駐
車
台
数
も
減
る
こ
と
か

ら
、
再
度
消
防
番
屋
の
近
郊
に

と
い
う
こ
と
で
協
議
し
て
行

く
。

　

年
度
内
の
発
注
は
難
し
い
。

牧　

野　

喜
代
志　

議
員

ほ
か
に
、
次
の
議
員
か
ら
一
般
質
問
が
出
さ
れ
て
い
る
。

１　

平
成
25
年
度
七
飯
町
当
初
予
算
に
つ
い
て

２　
「
い
じ
め
対
策
」
の
具
体
的
施
策
を
!!

３　

不
適
切
勤
務
の
実
態
調
査
は
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Q
七
飯
町
の
民
間
企
業
の
新
規
雇
用
と
新
規
起
業
の
実
態
に
つ
い
て

A
新
規
雇
用
に
つ
い
て
は
調
査
し
て
い
な
い
が
、
20
〜
30
人
規
模
の
企

業
で
あ
れ
ば
把
握
が
可
能
と
思
わ
れ
る
の
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。

日
下
部　

雅　

一　

議
員

Q
子
ど
も
・
子
育
て
関
連
３
法
の
成
立
に
伴
う
、
当
町
の

子
育
て
環
境
整
備
に
つ
い
て

A
国
の
動
向
を
見
な
が
ら
他
町
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
対
応
し
て
い
く

神　

﨑　

和　

枝　

議
員

　

先
般
、
ル
ネ
サ
ス
北
日
本
セ

ミ
コ
ン
ダ
ク
タ
函
館
工
場
が
閉

鎖
さ
れ
る
と
い
う
報
道
が
あ
り

ま
し
た
。
同
社
で
は
600
名
程
の

従
業
員
が
解
雇
の
不
安
に
さ
ら

さ
れ
、
う
ち
七
飯
町
で
も
町
内

在
住
の
方
が
150
名
程
い
る
と
聞

い
て
お
り
ま
す
。

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
で
も
特
別

に
窓
口
を
設
け
て
対
処
し
て
お

り
ま
す
が
、
七
飯
町
で
は
ど
の

よ
う
な
対
応
を
考
え
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。
こ
れ
こ
そ
今
社
会

問
題
に
な
っ
て
い
る
雇
用
問
題

の
典
型
的
な
例
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
現
在
の
七
飯
町
に

は
、
残
念
な
が
ら
民
間
の
雇
用

に
対
す
る
受
け
皿
が
少
な
い
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
受
け
皿
を
作

る
た
め
に
町
は
、
ど
の
よ
う
な

事
を
や
っ
て
い
る
の
か
、
次
の

点
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

①
七
飯
町
の
過
去
５
年
間
に
お

け
る
民
間
企
業
の
新
規
雇
用
の

実
態
に
つ
い
て

②
七
飯
町
の
民
間
企
業
の
雇
用

促
進
に
対
す
る
考
え
方
、
助
成

等
に
つ
い
て

③
七
飯
町
の
過
去
５
年
間
に
お

け
る
新
規
起
業
者
の
数
に
つ
い

て④
七
飯
町
の
新
規
起
業
者
に
対

す
る
助
成
等
に
つ
い
て

【
商
工
観
光
課
長
】

①
七
飯
町
と
し
て
町
内
の
民
間

企
業
に
お
け
る
新
規
雇
用
の
状

況
に
つ
い
て
は
調
査
し
て
お
り

ま
せ
ん
。

②
地
域
の
活
性
化
と
町
民
が
ゆ

と
り
あ
る
地
域
生
活
を
営
む
為

に
、
働
く
場
所
が
地
域
の
中
に

あ
る
事
が
最
も
重
要
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
雇
用
の
現
状
と
課

題
で
は
、
新
卒
者
や
失
業
者
の

働
く
場
所
の
不
足
や
雇
用
の
ミ

ス
マ
ッ
チ
か
ら
最
終
的
に
町
外

へ
の
人
口
流
出
に
つ
な
が
る
事

も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
農
林
水

産
業
、
商
工
業
、
観
光
な
ど
各

産
業
の
振
興
と
共
に
企
業
誘
致

を
積
極
的
に
推
進
す
る
事
で
地

域
内
に
お
け
る
働
く
場
の
拡
充

に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

次
に
助
成
で
す
が
、
新
規
に

立
地
す
る
工
場
等
に
対
し
て
は

補
助
金
を
受
け
ら
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
該
当
し

な
い
事
業
者
に
対
し
て
の
助
成

制
度
は
特
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

③
七
飯
町
の
法
人
台
帳
調
べ
に

よ
り
ま
す
と
平
成
20
年
度
は
31

事
業
所
、
平
成
21
年
度
は
26
事

業
所
、
平
成
22
年
度
は
29
事

業
所
、
平
成
23
年
度
は
22
事

業
所
、
平
成
24
年
11
月
末
現
在

で
22
事
業
所
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。

④
七
飯
町
に
お
い
て
企
業
が
新

規
に
立
地
す
る
場
合
、
七
飯
町

企
業
立
地
促
進
条
例
に
該
当
す

る
と
き
は
、
各
補
助
金
を
受
け

ら
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
工
場
等
以
外
に
つ

い
て
は
、
事
業
者
に
対
す
る
助

成
は
特
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

現
在
ま
で
に
七
飯
町
に
お
け

る
新
規
起
業
に
際
し
て
の
相
談

は
札
幌
の
北
海
道
中
小
企
業
総

合
支
援
セ
ン
タ
ー
、
あ
る
い
は

商
工
会
等
に
お
い
て
起
業
家
支

援
が
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
の

で
こ
れ
ら
の
照
会
と
合
わ
せ
立

地
場
所
等
の
問
い
合
わ
せ
は
工

場
等
以
外
の
事
業
者
に
も
対
応

し
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
ご
理
解

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

時
代
の
変
化
に
伴
い
、
子
育

て
支
援
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
（
要

望
）
も
大
き
く
変
化
し
て
い
ま

す
。
先
の
通
常
国
会
で
は
社
会

保
障
と
税
の
一
体
改
革
の
一
環

と
し
て
、
子
育
て
環
境
の
充
実

を
図
る
「
子
ど
も
・
子
育
て
関

連
３
法
」
が
成
立
し
ま
し
た
。

３
法
の
趣
旨
は
幼
児
教
育
・
保

育
・
地
域
の
子
ど
も
子
育
て
支

援
を
総
合
的
に
推
進
す
る
。
こ

の
新
制
度
が
本
格
的
に
動
き
だ

す
の
は
、
平
成
27
年
度
で
す

が
、
平
成
26
年
度
か
ら
本
格
施

行
ま
で
の
１
年
間
、
保
育
の
需

要
の
増
大
等
に
対
応
す
る
た

め
、
新
制
度
の
一
部
を
先
取
り

し
た
保
育
緊
急
確
保
事
業
が
行

わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

国
の
動
向
を
見
極
め
つ
つ
、
で

き
る
限
り
円
滑
か
つ
速
や
か
に

新
制
度
を
導
入
で
き
る
よ
う
、

万
全
の
準
備
を
し
て
い
く
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
に
つ
い
て
具

体
的
に
質
問
し
ま
す
。

①
子
ど
も
子
育
て
会
議
の
設
置

に
つ
い
て
子
育
て
家
庭
の
ニ
ー

ズ
を
把
握
し
て
施
策
を
行
う
仕

組
み
は
極
め
て
重
要
で
す
。
子

育
て
当
事
者
、
事
業
主
、
労
働

者
代
表
、
有
識
者
、
公
共
団

体
、
子
育
て
支
援
当
事
者
等
の

構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
来
年

度
か
ら
合
議
制
機
関
を
新
た
に

設
置
す
る
考
え
は
な
い
か

②
事
業
計
画
の
検
討
に
つ
い
て

本
格
施
行
に
む
け
、
平
成
25
年

度
予
算
に
お
い
て
、
事
業
計
画

策
定
に
向
け
た
ニ
ー
ズ
調
査
の

た
め
の
経
費
を
計
上
す
る
考
え

は
な
い
か

③
実
施
体
制
準
備
組
織
の
設
置

新
た
な
制
度
へ
の
円
滑
な
移
行

を
目
指
し
、
速
や
か
に
準
備
組

織
を
立
ち
上
げ
て
対
応
す
る
考

え
は
な
い
か

④
利
用
者
支
援　

保
育
サ
ー
ビ

ス
に
関
す
る
専
門
相
談
配
置
に

つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
⑤
保
育
と
幼
児
教
育
の
二
重
行

政
を
解
消
し
窓
口
を
一
本
化
す

る
こ
と
に
つ
い
て

【
副
町
長
】

　

子
ど
も
子
育
て
３
法
が
成
立

し
平
成
25
年
度
か
ら
26
年
度
ま

で
を
準
備
期
間
と
し
て
ニ
ー
ズ

調
査
、
子
育
て
事
業
計
画
、
条

例
の
整
備
を
行
な
い
平
成
27
年

度
か
ら
新
制
度
へ
移
行
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

①
子
ど
も
子
育
て
会
議
の
設
置

に
つ
い
て
は
市
町
の
努
力
義
務

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
設
置
の

是
非
に
つ
い
て
は
国
か
ら
く
る

情
報
を
見
極
め
な
が
ら
判
断
し

た
い
。

②
国
の
基
本
指
針
調
査
項
目
が

示
さ
れ
た
時
点
で
予
算
を
組
み

進
め
て
い
く
。

③
相
応
の
事
務
量
が
考
え
ら
れ

る
が
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
必
要

な
体
制
に
し
て
い
き
た
い
。
④

保
育
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
提
供
や

利
用
者
の
相
談
が
ど
の
程
度
な

の
現
時
点
で
把
握
で
き
な
い
の

で
当
面
は
、
子
育
て
健
康
支
援

課
で
対
応
し
た
い
。

⑤
利
用
者
の
皆
さ
ん
が
利
用
し

や
す
い
窓
口
を
考
え
て
い
く
。

【
子
育
て
健
康
支
援
課
長
】

　

小
規
模
保
育
事
業
に
該
当
す

る
認
可
外
保
育
施
設
も
運
営
補

助
の
対
象
と
な
っ
て
く
る
。
小

規
模
保
育
事
業
に
つ
い
て
も
な

る
べ
く
早
い
段
階
で
進
め
て
行

く
。

【
町
長
】

　

今
は
地
域
主
権
、
地
域
重
視

の
中
で
、
保
育
は
市
町
村
が

行
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
法

で
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
他
の
町
村
に
遅
れ
を
取
ら

な
い
よ
う
に
進
め
て
い
く
。
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Q
大
沼
の
水
質
改
善
策
と
し
て
汚
染
源
か
ら
の
流
入
防
止

対
策
の
強
化
を

A
畜
産
農
家
と
は
具
体
的
に
話
し
合
い
を
進
め
て
い
く

上　

野　

武　

彦　

議
員

Q
公
共
的
建
物
に
対
し
災
害
時
の
電
源
確
保
を

A
今
後
、
予
定
さ
れ
る
建
築
物
に
は
設
計
の
段
階
か
ら
対
応

し
た
い

佐　

野　

史　

人　

議
員

　

大
沼
は
平
成
７
年
北
海
道
の

湖
沼
環
境
保
全
の
重
点
対
策
湖

沼
に
指
定
さ
れ
、
水
質
改
善
の

た
め
の
対
策
が
行
わ
れ
て
き

た
。

　

平
成
９
年
に
策
定
さ
れ
た
大

沼
環
境
保
全
計
画
に
よ
る
対
策

に
引
き
続
き
平
成
19
年
よ
り
新

た
な
10
ヵ
年
計
画
が
策
定
さ

れ
改
善
の
取
り
組
み
が
さ
れ

て
き
た
が
、
一
向
に
改
善
さ
れ

ず
、
一
層
深
刻
な
状
況
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
間
の
５
ヵ
年
の

対
策
の
成
果
と
残
る
５
ヵ
年
の

目
標
、
計
画
に
つ
い
て
伺
い
た

い
。

【
環
境
生
活
課
長
】

　

水
質
保
全
事
業
と
し
て
、
水

質
監
視
調
査
、
生
活
排
水
対

策
、
特
定
事
業
所
へ
の
監
視
、

指
導
、
畜
産
農
家
へ
の
立
ち
入

り
調
査
な
ど
を
実
施
し
て
い

る
。
流
入
河
川
の
水
質
調
査
の

結
果
、
軍
川　

苅
澗
川
、
宿

野
辺
川
の
３
河
川
と
も
Ｃ
Ｏ

Ｄ
（
科
学
的
酸
素
要
求
量
）、

Ｔ

－
Ｎ
（
全
リ
ン
）、
Ｔ

－

Ｐ

（
全
窒
素
）
が
基
準
を
上
回
っ

て
い
る
。
大
沼
の
富
栄
養
化
の

原
因
の
一
つ
と
し
て
、
降
雨
時

の
農
地
か
ら
の
流
入
対
策
を
推

進
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

【
再
質
問
】

　

平
成
22
年
度
の
大
沼
の
水
質

調
査
の
結
果
で
は
、
環
境
基
準

に
対
し
て
測
定
し
た
う
ち
の
最

大
値
で
Ｃ
Ｏ
Ｄ
は
２
．
５
倍
、

Ｓ
Ｓ
（
浮
遊
物
質
量
）
は
１
．

８
倍
、
Ｔ

－

Ｎ
は
２
．
15
倍
、

Ｔ

－

Ｐ
は
１
．
６
倍
で
あ
る
。

　

ま
た
、
大
沼
、
小
沼
と
も
大

腸
菌
群
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

又
、
降
雨
時
で
は
、
軍
川
は
環

境
基
準
に
対
し
て
Ｃ
Ｏ
Ｄ
は

最
大
５
．
６
倍
、
Ｔ

－

Ｎ
は

５
倍
、
Ｔ

－

Ｐ
は
10
．
６
倍
、

苅
澗
川
で
は
Ｃ
Ｏ
Ｄ
は
11
．
６

倍
、
Ｔ

－

Ｎ
は
16
倍
、
Ｔ

－
Ｐ
は
33
倍
、
宿
野
辺
川
で
は
、

Ｃ
Ｏ
Ｄ
は
２
．
８
倍
、
Ｔ

－

Ｎ
は
21
．
３
倍
、
Ｔ

－

Ｐ
は

３
．
２
倍
と
な
っ
て
お
り
、
流

入
河
川
で
は
特
に
苅
澗
川
か
ら

の
汚
染
物
質
の
流
入
で
大
き
な

値
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
苅
澗
川
の
対
策
を
重
点
的
に

取
り
組
ま
な
い
と
大
沼
の
水
質

の
改
善
は
進
ま
な
い
と
考
え
ら

れ
る
訳
で
、
特
に
苅
澗
川
流
域

の
畜
産
農
家
の
状
況
を
把
握

し
、
汚
染
物
質
に
対
す
る
流
入

防
止
策
を
と
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
が
、
町
と
し
て
の
考
え

を
伺
い
た
い
。

【
環
境
生
活
課
長
】

　

流
入
河
川
の
水
質
調
査
の
結

果
か
ら
、
苅
澗
川
が
一
番
汚
れ

て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
お

り
、
環
境
省
の
補
助
事
業
で
も

自
然
の
力
を
利
用
し
た
事
業
と

し
て
苅
澗
川
に
手
を
つ
け
た
と

こ
ろ
で
す
。
Ｊ
Ｒ
軍
川
の
土
地

で
人
口
湿
地
の
遊
水
地
、
約
一

万
平
方
㍍
を
利
用
し
た
計
画
を

進
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
汚
染
源
と
思
わ
れ
る

畜
産
農
家
と
は
具
体
的
に
大
沼

の
水
質
の
改
善
が
進
む
よ
う
話

を
進
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、「
大
間
原
発
建
設

阻
止
に
一
層
の
取
り
組
み
を
」、

「
住
宅
、
建
築
物
の
耐
震
化
計

画
の
進
捗
状
況
と
今
後
の
具
体

的
対
策
に
つ
い
て
」
を
質
問
し

て
い
る
。

　

藤
城
小
学
校
で
は
、
非
常
用

発
電
機
設
置
の
ス
ペ
ー
ス
は
確

保
さ
れ
て
い
る
が
、
緊
急
時
に

発
電
機
を
用
意
す
る
こ
と
が
出

来
て
も
使
用
す
る
に
は
、
電
工

ド
ラ
ム
等
で
配
線
確
保
す
る
こ

と
に
な
る
。
校
舎
側
に
接
続
部

分
が
あ
り
校
舎
内
の
主
要
な
個

所
に
緊
急
時
用
コ
ン
セ
ン
ト
が

設
置
さ
れ
て
い
れ
ば
、
緊
急
時

の
対
応
が
極
め
て
容
易
に
な

る
。　

　

今
後
計
画
さ
れ
る
公
共
的
建

築
物
に
、
設
計
段
階
で
組
み
込

む
べ
き
と
考
え
る
が
、
町
の
基

本
的
考
え
を
伺
い
た
い
。

【
都
市
住
宅
課
長
】

　

公
共
施
設
の
建
設
に
お
い

て
、
防
災
設
備
を
当
初
計
画
か

ら
設
備
す
る
事
は
、
当
然
コ
ス

ト
的
に
も
有
利
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
全
て
の
公
共
施

設
に
防
災
設
備
を
設
置
す
る
と

な
る
と
、
多
額
の
費
用
が
か
か

り
ま
す
。
施
設
の
種
類
や
災
害

時
に
避
難
施
設
と
し
て
使
用
さ

れ
る
等
、
七
飯
町
防
災
計
画
を

踏
ま
え
て
、
今
後
予
定
し
て
い

る
公
共
建
築
物
に
つ
い
て
は
、

非
常
用
発
電
機
等
の
設
備
の
設

置
を
、
建
築
工
事
を
実
施
す
る

際
に
組
込
ん
で
参
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

Q
袋
小
路
に
お
け
る
除
排
雪
対

策
に
つ
い
て

　

大
雪
の
年
は
排
雪
が
必
要
と

な
り
、
袋
小
路
等
で
は
深
刻
な

事
態
を
招
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
毎
年
、
排
雪
を
個
人

で
業
者
に
依
頼
を
す
る
地
域
も

あ
り
経
済
的
に
も
大
き
な
負
担

で
あ
り
ま
す
。
大
沼
地
区
で

は
、
除
雪
、
排
雪
は
農
地
が
広

が
り
何
ら
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
の
代
わ
り
下
水
道
管
が

敷
設
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
町
で

は
、
合
併
浄
化
槽
の
設
置
を
推

進
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
と
同

じ
よ
う
に
融
雪
槽
の
設
置
を
検

討
し
て
は
ど
う
か
、
設
置
に
伴

う
費
用
や
維
持
管
理
に
要
す
る

費
用
は
、
合
併
処
理
槽
と
同
程

度
で
あ
り
、
各
地
域
が
必
要
と

す
る
内
容
に
大
き
な
違
い
は
あ

り
ま
す
が
、
公
平
と
い
う
立
場

か
ら
検
討
す
べ
き
と
考
え
ま

す
。
町
の
基
本
的
考
え
を
伺
い

し
た
い
。

【
政
策
推
進
課
長
】

　

除
排
雪
の
で
き
な
い
袋
小
路

に
対
す
る
対
策
が
課
題
だ
と
認

識
し
て
い
る
が
、
地
域
に
よ

り
、
形
状
も
違
い
個
別
案
件
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
が
、
融
雪
槽
の
設
置
は
そ
の

一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。

　

私
道
や
自
宅
等
、
個
人
で
設

置
す
る
部
分
も
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
そ
う
い
う
部
分
の
除
雪
対

策
に
つ
い
て
は
、
政
策
推
進
課

の
ほ
う
が
町
内
会
担
当
、
全
体

の
部
分
で
補
助
も
含
め
て
政
策

を
考
え
る
部
署
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
よ
り
安
全
で
快
適
な
冬

期
間
の
交
通
網
の
確
保
に
向

け
、
町
内
会
連
合
会
や
地
域
の

皆
様
の
ご
意
見
、
ご
協
力
を
い

た
だ
き
な
が
ら
検
討
を
し
て
参

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、「
福
島
の
火
発
か

ら
の
石
炭
灰
搬
入
再
開
に
つ
い

て
」、「
公
共
下
水
道
設
置
普
及

率
と
家
庭
か
ら
の
接
続
の
実
態

に
つ
い
て
」
を
質
問
し
て
い

る
。
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議
案
審
査
の
結
果
報
告

　

平
成
24
年
第
３
回
定
例
会
に
お
い
て
審
査
を
付
託
さ
れ
て

い
た
議
案
に
つ
い
て
、
審
査
結
果
が
第
４
回
定
例
会
で
次
の

と
お
り
報
告
さ
れ
た
。

民
生
文
教
常
任
委
員
会

１
、
事
件
名

　

議
案
第
58
号　

七
飯
町
廃
棄

物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

２
、
審
査
の
経
過

　

平
成
24
年
10
月
１
日
、
10
月

23
日
、
11
月
19
日
、
11
月
28
日

の
４
日
間
、
委
員
会
を
開
催

し
、
環
境
保
生
活
課
長
の
出
席

を
求
め
て
審
査
を
行
っ
た
。

３
、
決
定
及
び
理
由

⑴
決　
　

定　
　

修
正
可
決

⑵
修
正
内
容

　

第
21
条
第
１
項
第
１
号
中

「
水
道
部
門
」
を
「
上
下
水
道

部
門
」
に
修
正
す
る
。

⑶
理　
　

由

　

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
七

飯
町
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
条
例
は
、
こ
れ
ま
で

市
町
村
が
設
置
す
る
一
般
廃
棄

物
処
理
施
設
に
置
か
れ
る
技
術

管
理
者
が
有
す
べ
き
資
格
に
つ

い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
45

年
法
律
第
137
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）
第
21
条
第
３
項
、

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
46

年
厚
生
省
令
第
35
号
。
以
下

「
省
令
」
と
い
う
。）
第
17
条
第

２
項
で
基
準
を
定
め
て
い
た

が
、
第
２
次
地
域
主
権
一
括
法

に
よ
り
、
省
令
を
参
酌
し
て
当

該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
こ

と
と
な
っ
た
こ
と
に
併
せ
、
文

言
の
整
理
を
す
る
た
め
に
一
部

改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

法
は
、
廃
棄
物
の
排
出
を
抑

制
し
、
及
び
廃
棄
物
の
適
正
な

分
別
、
保
管
、
収
集
、
運
搬
、

再
生
、
処
分
等
の
処
理
を
し
、

並
び
に
生
活
環
境
を
清
潔
に
す

る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
環
境
の

保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設
に
は
、
法
第

21
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

原
則
と
し
て
技
術
管
理
者
を
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、

一
般
廃
棄
物
を
処
理
す
る
た
め

に
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設

置
し
て
い
る
市
町
村
は
、
必
ず

技
術
管
理
者
の
資
格
を
定
め
る

条
例
を
整
備
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

修
正
内
容
は
、
議
案
が
議
会

に
提
案
さ
れ
た
後
、
国
に
お
い

て
、
技
術
士
法
施
行
規
則
（
昭

和
59
年
総
理
府
令
第
５
号
）
の

一
部
改
正
に
よ
り
、
省
令
（
環

境
省
令
）
の
一
部
改
正
が
平
成

24
年
９
月
11
日
に
公
布
施
行
さ

れ
、「
水
道
部
門
」
を
「
上
下

水
道
部
門
」
に
改
め
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

七
飯
町
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
条
例
（
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。）
で
定
め
る

技
術
管
理
者
の
資
格
は
、
省
令

で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
、
条

例
で
は
第
12
条
に
お
い
て
第
１

号
か
ら
第
11
号
ま
で
技
術
管
理

者
の
資
格
を
定
め
て
お
り
、
そ

の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

　

技
術
士
法
（
昭
和
58
年
法
律

第
25
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
技
術
士
（
化
学
部
門
、

上
下
水
道
部
門
又
は
衛
生
工
学

部
門
に
係
る
第
二
次
試
験
に
合

格
し
た
者
に
限
る
。）
及
び
２

年
以
上
法
第
20
条
に
規
定
す
る

環
境
衛
生
指
導
員
の
職
に
あ
っ

た
者
は
、
専
門
的
な
知
識
を
有

す
る
と
し
て
実
務
経
験
が
な
く

て
も
技
術
管
理
者
の
資
格
を
有

す
る
が
、
そ
の
他
は
取
得
し
て

い
る
資
格
又
は
学
歴
に
よ
っ

て
、
一
定
以
上
の
実
務
経
験
を

必
要
と
し
て
い
る
。

　

委
員
か
ら
は
、
技
術
管
理
者

の
配
置
に
関
し
、
条
例
に
盛
り

込
む
必
要
が
な
い
か
と
の
質
疑

が
あ
っ
た
が
、
前
述
の
と
お

り
、
技
術
管
理
者
の
配
置
は

法
第
21
条
第
１
項
に
規
定
さ
れ

て
い
る
た
め
、
条
例
に
盛
り
込

む
必
要
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。

　

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
う

え
、
条
例
の
内
容
を
審
査
し
た

と
こ
ろ
、
技
術
管
理
者
の
資
格

は
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
を

参
酌
し
た
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
修
正
内
容
も
議
案
の
提
案

後
、
国
に
お
い
て
省
令
の
一
部

改
正
を
公
布
し
た
も
の
で
あ

り
、
や
む
を
得
な
い
と
の
判
断

か
ら
、
採
決
の
結
果
、
全
員
一

致
で
修
正
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

経
済
産
業
常
任
委
員
会

１
、
事
件
名

　

議
案
第
54
号　

七
飯
町
営
住

宅
等
の
整
備
基
準
を
定
め
る
条

例
制
定
に
つ
い
て

２
、
審
査
の
経
過

　

平
成
24
年
10
月
16
日
、
10
月

30
日
、
11
月
13
日
、
11
月
29
日

の
４
日
間
、
委
員
会
を
開
催

し
、
都
市
住
宅
課
長
の
出
席
を

求
め
て
審
査
を
行
っ
た
。

３
、
決
定
及
び
理
由

⑴
決　
　

定　
　

修
正
可
決

⑵
修
正
内
容

　

第
17
条
の
次
に
次
の
１
条
を

加
え
る
。

「（
駐
車
場
）

第
18
条　

駐
車
場
の
位
置
及
び

規
模
は
、
敷
地
内
の
住
戸
数
、

敷
地
の
規
模
及
び
形
状
、
住
棟

の
配
置
等
に
応
じ
て
、
入
居
者

の
利
便
性
を
確
保
し
た
適
切
な

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

⑶
理　
　

由

　

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
七

飯
町
営
住
宅
等
の
整
備
基
準
を

定
め
る
条
例
は
、
こ
れ
ま
で
公

営
住
宅
等
の
整
備
基
準
に
関
し

て
公
営
住
宅
法
（
昭
和
26
年
法

律
第
193
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。）
第
５
条
第
１
項
及
び
第

２
項
、
公
営
住
宅
等
整
備
基
準

（
平
成
10
年
建
設
省
令
第
８
号
。

以
下
「
省
令
」
と
い
う
。）
で

定
め
る
基
準
に
基
づ
き
整
備
を

進
め
て
い
た
が
、
第
２
次
地
域

主
権
一
括
法
の
施
行
に
伴
い
、

法
第
５
条
第
１
項
及
び
第
２
項

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

省
令
を
参
酌
し
て
当
該
市
町
村

の
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ

た
た
め
制
定
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

公
営
住
宅
は
、
法
に
お
い

て
、
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を

営
む
に
足
り
る
住
宅
を
整
備

し
、
こ
れ
を
住
宅
に
困
窮
す
る

低
額
所
得
者
に
対
し
て
低
廉
な

家
賃
で
賃
貸
し
、
又
は
転
貸
す

る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
生
活
の

安
全
と
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
に
整
備

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
省
令
に

お
い
て
整
備
基
準
を
定
め
て
い

る
。

　

条
例
提
案
の
内
容
は
、
こ
の

省
令
の
整
備
基
準
を
参
酌
し
て

お
り
、
町
営
住
宅
の
位
置
の
選

定
、
敷
地
の
安
全
等
、
住
宅
・

住
戸
の
基
準
、
共
用
部
分
、
付

帯
施
設
の
ほ
か
共
同
施
設
と
し

て
児
童
遊
園
、
集
会
場
、
広
場

及
び
緑
地
な
ど
17
条
に
お
い
て

規
定
し
て
い
る
。

　

修
正
内
容
は
、
省
令
の
整
備

基
準
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い

が
、
法
で
規
定
す
る
共
同
施
設

に
駐
車
場
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
や
近
年
の
車
社
会
に
お
い
て

駐
車
場
の
整
備
は
、
必
須
の
条

件
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
町
に

お
い
て
、
新
し
い
公
営
住
宅
の

建
設
の
際
に
は
駐
車
場
を
整
備

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
条

例
に
駐
車
場
に
関
す
る
規
定
を

１
条
追
加
す
べ
き
と
の
判
断
か

ら
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
条
例
の
制
定
に
伴
う
全

体
的
な
影
響
に
つ
い
て
、
町

は
、
従
来
か
ら
省
令
に
規
定
す

る
整
備
基
準
に
基
づ
い
て
整
備

し
て
お
り
、
特
に
影
響
が
な
い

と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
う

え
、
条
例
の
内
容
を
審
査
し
た

と
こ
ろ
、
町
営
住
宅
等
の
整
備

基
準
は
省
令
で
定
め
る
整
備
基

準
を
参
酌
し
た
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
修
正
内
容
も
今
後
町
営

住
宅
を
整
備
す
る
う
え
で
、
駐

車
場
の
整
備
は
必
要
不
可
欠
で

あ
る
と
の
判
断
に
基
づ
き
追
加

し
た
も
の
で
あ
り
、
採
決
の
結

果
、
全
員
一
致
で
修
正
可
決
す

べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

１
、
事
件
名

　

議
案
第
55
号　

七
飯
町
移
動

等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
特

定
公
園
施
設
の
設
置
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
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２
、
審
査
の
経
過

　

平
成
24
年
10
月
16
日
、
10
月

30
日
、
11
月
13
日
、
11
月
29
日

の
４
日
間
、
委
員
会
を
開
催

し
、
都
市
住
宅
課
長
の
出
席
を

求
め
て
審
査
を
行
っ
た
。

３
、
決
定
及
び
理
由

⑴
決　
　

定　
　

原
案
可
決

⑵
理　
　

由

　

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
七

飯
町
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に

必
要
な
特
定
公
園
施
設
の
設
置

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

は
、
こ
れ
ま
で
高
齢
者
や
障
害

者
等
の
移
動
等
を
円
滑
化
に
関

し
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等

の
移
動
の
円
滑
化
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
18
年
法
律
第

91
号
。
以
下
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー

法
」
と
い
う
。）
第
13
条
第
１

項
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に

必
要
な
特
定
公
園
施
設
の
設
置

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省

令
（
平
成
18
年
国
土
交
通
省
令

第
115
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い

う
。）
で
定
め
る
基
準
に
基
づ

き
整
備
を
進
め
て
い
た
も
の

を
、
第
２
次
地
域
主
権
一
括
法

の
施
行
に
伴
い
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
法
第
13
条
第
１
項
が
改
正

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
省
令
を

参
酌
し
て
当
該
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め

制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
は
、
高
齢

者
、
障
害
者
等
の
自
立
し
た
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
確
保

す
る
こ
と
の
重
要
性
に
か
ん
が

み
、
公
共
交
通
機
関
の
旅
客
施

設
や
公
共
施
設
等
の
建
築
物
の

構
造
及
び
設
備
を
改
善
す
る
た

め
の
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
に

よ
り
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の

移
動
上
及
び
施
設
の
利
用
上
の

利
便
性
及
び
安
全
性
の
向
上
の

促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
お
り
、
第
13
条
第
１
項
で
は

公
園
管
理
者
等
の
基
準
適
合
義

務
等
と
し
て
、
公
園
管
理
者
等

は
、
特
定
公
園
施
設
の
新
設
、

増
設
又
は
改
築
を
行
う
と
き

は
、
当
該
特
定
公
園
施
設
を
、

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要

な
特
定
公
園
施
設
の
設
置
に
関

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準

に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
規
定
し
て
い
る
。

　

省
令
で
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー

法
第
13
条
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
く
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に

必
要
な
特
定
公
園
施
設
の
設
置

に
関
す
る
基
準
を
定
め
て
い

る
。

　

特
定
公
園
施
設
と
は
、
園
路

及
び
広
場
、
屋
根
付
広
場
、
休

憩
所
、
管
理
事
務
所
、
野
外
劇

場
、
野
外
音
楽
堂
、
駐
車
場
、

便
所
、
水
飲
場
、
手
洗
場
、
掲

示
板
、
標
識
の
12
施
設
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
高
齢
者
、
障
害

者
等
の
移
動
が
円
滑
に
行
わ
れ

る
よ
う
設
置
に
関
す
る
基
準
が

省
令
に
お
い
て
定
め
て
ら
れ
て

い
る
。

　

今
回
制
定
す
る
条
例
は
、
こ

の
省
令
の
設
置
に
関
す
る
基
準

を
参
酌
し
て
お
り
、
都
市
公
園

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
基
本
的

考
え
方
と
し
て
、「
ど
こ
で
も
、

誰
で
も
、
自
由
に
、
使
い
や
す

く
」
と
い
う
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ

ザ
イ
ン
の
考
え
方
に
基
づ
き
、

施
設
の
整
備
及
び
管
理
に
取
り

組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
条
例
の
制
定
に
伴
う
影

響
に
つ
い
て
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
デ
ザ
イ
ン
の
考
え
方
に
併

せ
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の

人
々
だ
け
で
な
く
、
来
園
す
る

す
べ
て
の
人
々
が
利
用
し
や
す

い
公
園
の
整
備
、
改
修
を
す
る

こ
と
で
利
用
者
の
利
便
性
及
び

安
全
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
と

し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
う

え
、
条
例
の
内
容
を
審
査
し
た

と
こ
ろ
、
移
動
等
円
滑
化
の
た

め
に
必
要
な
特
定
公
園
施
設
の

設
置
に
関
す
る
基
準
は
省
令
で

定
め
る
設
置
基
準
を
参
酌
し
た

も
の
で
あ
り
、
採
決
の
結
果
、

全
員
一
致
で
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

１
、
事
件
名

　

議
案
第
56
号　

七
飯
町
水
道

技
術
管
理
者
の
資
格
基
準
等
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

２
、
審
査
の
経
過

　

平
成
24
年
10
月
16
日
、
10
月

30
日
、
11
月
13
日
、
11
月
29
日

の
４
日
間
、
委
員
会
を
開
催

し
、
水
道
課
長
の
出
席
を
求
め

て
審
査
を
行
っ
た
。

３
、
決
定
及
び
理
由

⑴
決　
　

定　
　

原
案
可
決

⑵
理　
　

由

　

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
七

飯
町
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格

基
準
等
に
関
す
る
条
例
は
、
こ

れ
ま
で
水
道
事
業
に
お
け
る
水

道
の
布
設
工
事
の
施
行
に
関
す

る
技
術
上
の
監
督
業
務
を
行
う

者
及
び
水
道
技
術
者
の
資
格
に

関
し
て
は
、
水
道
法
（
昭
和
32

年
法
律
第
177
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）
第
12
条
及
び
第
19

条
第
１
項
、
水
道
法
施
行
令

（
昭
和
32
年
政
令
第
336
号
。
以

下
「
政
令
」
と
い
う
。）
で
定

め
る
基
準
に
基
づ
き
整
備
を
進

め
て
い
た
も
の
を
、
第
２
次
地

域
主
権
一
括
法
の
施
行
に
伴

い
、
法
第
12
条
及
び
第
19
条
が

改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
政

令
を
参
酌
し
て
当
該
市
町
村
の

条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た

た
め
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　

法
は
、
水
道
の
布
設
及
び
管

理
を
適
正
か
つ
合
理
的
な
ら
し

め
る
と
と
も
に
、
水
道
を
計
画

的
に
整
備
し
、
及
び
水
道
事
業

を
保
護
育
成
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
清
浄
に
し
て
豊
富
低
廉
な

水
の
供
給
を
図
り
、
も
っ
て
公

衆
衛
生
の
向
上
と
生
活
環
境
の

改
善
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
お
り
、
そ
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
、
技
術
者
に
よ
る

布
設
工
事
の
監
督
、
布
設
工
事

監
督
者
の
資
格
、
水
道
技
術
管

理
者
の
資
格
基
準
等
を
政
令
に

お
い
て
定
め
て
い
る
。

　

今
回
制
定
す
る
条
例
の
内
容

は
、
こ
の
政
令
の
資
格
基
準
等

を
参
酌
し
て
お
り
、
布
設
工
事

監
督
者
を
配
置
す
る
工
事
、
布

設
工
事
監
督
者
の
資
格
、
水
道

技
術
管
理
者
の
資
格
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
る
。

　

こ
の
条
例
の
制
定
に
伴
う
影

響
に
つ
い
て
、
町
は
、
従
来
か

ら
政
令
に
規
定
す
る
資
格
基
準

に
基
づ
い
て
水
道
工
事
に
お
け

る
布
設
工
事
監
督
者
の
配
置
及

び
適
正
に
水
道
を
管
理
す
る
た

め
の
水
道
技
術
管
理
者
を
配
置

し
て
お
り
、
特
に
影
響
が
な
い

と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
う

え
、
条
例
の
内
容
を
審
査
し
た

と
こ
ろ
、
水
道
技
術
管
理
者
等

の
資
格
基
準
等
は
、
政
令
で
定

め
る
資
格
基
準
を
参
酌
し
た
も

の
で
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
全

員
一
致
で
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

１
、
事
件
名

　

議
案
第
59
号　

七
飯
町
都
市

公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て２
、
審
査
の
経
過

　

平
成
24
年
10
月
16
日
、
10
月

30
日
、
11
月
13
日
、
11
月
29
日

の
４
日
間
、
委
員
会
を
開
催

し
、
都
市
住
宅
課
長
の
出
席
を

求
め
て
審
査
を
行
っ
た
。

３
、
決
定
及
び
理
由

⑴
決　
　

定　
　

原
案
可
決

⑵
理　
　

由

　

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
七

飯
町
都
市
公
園
条
例
は
、
こ
れ

ま
で
都
市
公
園
の
配
置
及
び
規

模
に
関
す
る
技
術
的
基
準
及
び

都
市
公
園
の
公
園
施
設
と
し
て

設
け
ら
れ
る
建
築
物
の
建
築
面

積
に
関
す
る
基
準
は
、
都
市
公

園
法
（
昭
和
31
年
法
律
第
79

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
３
条
第
１
項
及
び
第
４
条
第

１
項
、
都
市
公
園
法
施
行
令

（
昭
和
31
年
政
令
第
290
号
。
以

下
「
政
令
」
と
い
う
。）
第
１

条
の
２
及
び
第
２
条
、
第
６
条

で
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
第
２

次
地
域
主
権
一
括
法
の
施
行
に

伴
い
、
法
第
３
条
第
１
項
及
び

第
４
条
第
１
項
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
政
令
を
参
酌
し

て
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め

る
こ
と
に
併
せ
、
七
飯
町
総
合

公
園
が
平
成
24
年
度
か
ら
全
面

的
に
供
用
開
始
さ
れ
た
こ
と
か

ら
全
部
改
正
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

法
は
、
都
市
公
園
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
基
準
等
を
定

め
て
、
都
市
公
園
の
健
全
な
発

達
を
図
り
、
も
っ
て
公
共
の
福

祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
お
り
、
そ
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
、
都
市
公
園
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
基
準

等
を
政
令
に
お
い
て
定
め
て
い

る
。

　

今
回
法
改
正
に
伴
う
条
例
の

改
正
は
、
第
２
条
に
お
い
て
都

市
公
園
の
配
置
及
び
規
模
に
関

す
る
技
術
的
基
準
、
第
３
条
に

お
い
て
住
民
１
人
当
た
り
の
都

市
公
園
敷
地
面
積
の
標
準
、
第

４
条
に
お
い
て
町
が
設
置
す
る
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都
市
公
園
の
配
置
及
び
規
模
の

標
準
、
第
11
条
に
お
い
て
公
園

施
設
と
し
て
設
け
ら
れ
る
建
築

物
の
建
築
面
積
に
関
す
る
基
準

を
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
基
準

は
政
令
を
参
酌
し
て
い
る
。

　

次
に
、
七
飯
町
総
合
公
園
の

供
用
開
始
に
伴
う
改
正
は
、
都

市
公
園
の
名
称
・
位
置
等
に
つ

い
て
別
表
で
新
た
に
掲
げ
る
と

と
も
に
、
都
市
公
園
内
に
お
け

る
許
可
及
び
禁
止
事
項
の
内
容

に
つ
い
て
見
直
し
を
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
新
た
に
使
用
料
及
び

占
用
料
に
関
す
る
規
定
を
設
け

る
と
と
も
に
、
使
用
等
の
許
可

を
受
け
た
者
の
譲
渡
の
禁
止
、

使
用
等
の
許
可
条
件
に
違
反
し

た
場
合
の
取
り
消
し
等
の
監
督

処
分
、
過
料
に
関
す
る
事
項
な

ど
を
規
定
し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
う

え
、
条
例
の
内
容
を
審
査
し
た

と
こ
ろ
、
都
市
公
園
の
配
置
及

び
規
模
に
関
す
る
技
術
的
基
準

及
び
都
市
公
園
の
公
園
施
設
と

し
て
設
け
ら
れ
る
建
築
物
の
建

築
面
積
に
関
す
る
基
準
は
、
政

令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
た

も
の
で
あ
り
、
七
飯
町
総
合
公

園
の
供
用
開
始
に
伴
う
改
正

も
、
他
の
施
設
設
置
条
例
や
道

路
占
用
条
例
と
の
整
合
性
も

諮
っ
て
い
る
と
判
断
し
、
採
決

の
結
果
、
全
員
一
致
で
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

定
し
た
。

１
、
事
件
名

　

議
案
第
60
号　

七
飯
町
公
共

下
水
道
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

２
、
審
査
の
経
過

　

平
成
24
年
10
月
16
日
、
10
月

30
日
、
11
月
13
日
、
11
月
29
日

の
４
日
間
、
委
員
会
を
開
催

し
、
水
道
課
長
の
出
席
を
求
め

て
審
査
を
行
っ
た
。

３
、
決
定
及
び
理
由

⑴
決　
　

定　
　

原
案
可
決

⑵
理　
　

由

　

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
七

飯
町
公
共
下
水
道
条
例
は
、
こ

れ
ま
で
公
共
下
水
道
の
構
造
の

基
準
等
に
関
し
て
、
下
水
道
法

（
昭
和
33
年
法
律
第
79
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。）
第
７
条

第
２
項
及
び
第
21
条
第
２
項
、

下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
34
年

政
令
第
147
号
。
以
下
「
政
令
」

と
い
う
。）
第
５
条
の
８
か
ら

第
５
条
の
11
及
び
第
13
条
で
定

め
ら
れ
て
い
た
が
、
第
２
次
地

域
主
権
一
括
法
の
施
行
に
伴

い
、
法
第
７
条
第
２
項
及
び
第

21
条
第
２
項
が
改
正
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
政
令
を
参
酌
し
て

当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る

こ
と
と
な
っ
た
た
め
一
部
改
正

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

法
は
、
公
共
下
水
道
、
流
域

下
水
道
及
び
都
市
下
水
路
の
設

置
そ
の
他
管
理
の
基
準
等
を
定

め
て
、
下
水
道
の
整
備
を
図

り
、
も
っ
て
都
市
の
健
全
な
発

達
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
に
寄

与
し
、
あ
わ
せ
て
公
共
用
水
域

の
水
質
の
保
全
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
、
公
共
下

水
道
の
構
造
の
基
準
等
を
政
令

に
お
い
て
定
め
て
い
る
。

　

今
回
改
正
す
る
条
例
の
内
容

は
、
法
の
改
正
に
合
わ
せ
て
、

文
言
の
整
理
及
び
第
１
章
総
則

か
ら
第
６
章
罰
則
ま
で
の
章
立

て
と
し
て
お
り
、
法
の
改
正
に

伴
う
改
正
は
、
第
４
章
公
共
下

水
道
の
構
造
の
基
準
等
に
お
い

て
、
公
共
下
水
道
の
構
造
の
技

術
上
の
基
準
、
排
水
施
設
及
び

処
理
施
設
に
共
通
す
る
構
造
の

技
術
上
の
基
準
、
排
水
施
設
の

構
造
の
技
術
上
の
基
準
、
処
理

施
設
の
構
造
の
技
術
上
の
基

準
、
終
末
処
理
場
の
維
持
管
理

に
関
す
る
基
準
等
に
つ
い
て
、

政
令
を
参
酌
し
て
規
定
し
て
い

る
。

　

な
お
、
こ
の
条
例
の
制
定
に

伴
う
影
響
に
つ
い
て
、
従
来
か

ら
政
令
に
お
い
て
規
定
す
る
基

準
に
基
づ
い
て
公
共
下
水
道
の

整
備
及
び
終
末
処
理
場
の
適
正

な
管
理
を
行
っ
て
お
り
、
特
に

影
響
が
な
い
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
う

え
、
条
例
の
内
容
を
審
査
し
た

と
こ
ろ
、
公
共
下
水
道
の
構
造

の
技
術
上
の
基
準
及
び
終
末
処

理
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
規

定
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
を

参
酌
し
た
も
の
で
あ
り
、
採
決

の
結
果
、
全
員
一
致
で
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

定
し
た
。

民

生

文

教

《
調
査
事
項
》

・
最
終
処
分
場
及
び
リ
サ
イ
ク

ル
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

・
有
害
駆
除
対
策
に
つ
い
て

〔
調
査
の
目
的
〕

　

最
終
処
分
場
及
び
リ
サ
イ
ク

ル
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
本

年
度
か
ら
委
託
業
者
が
変
更
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
契
約
状
況

及
び
管
理
状
況
並
び
に
施
設
へ

の
搬
入
状
況
に
つ
い
て
調
査
を

行
っ
た
。

　

有
害
駆
除
対
策
に
つ
い
て

は
、
本
年
８
月
に
軍
川
小
学
校

付
近
で
熊
が
出
没
す
る
な
ど
、

日
常
生
活
の
身
近
な
箇
所
で
出

没
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
有
害

鳥
獣
に
よ
る
被
害
の
状
況
及
び

有
害
駆
除
の
実
施
状
況
つ
い
て

調
査
を
行
っ
た
。

【
最
終
処
分
場
及
び
リ
サ
イ
ク

ル
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
】

　

最
終
処
分
場
の
平
成
21
年
度

か
ら
平
成
24
年
９
月
ま
で
の
処

理
実
績
は
〈
表
１
〉
の
と
お
り

で
あ
り
、
平
成
21
年
度
か
ら
平

成
23
年
度
は
微
減
で
あ
る
が
、

平
成
24
年
９
月
ま
で
の
搬
入
量

は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

　

搬
入
別
で
は
、
家
庭
系
委
託

収
集
の
搬
入
量
は
横
ば
い
で
あ

る
が
、
全
体
の
割
合
は
増
加
し

て
い
る
。
直
接
搬
入
の
う
ち
事

業
系
の
搬
入
量
が
増
加
し
て
お

り
、
平
成
24
年
度
は
９
月
ま
で

の
直
接
搬
入
の
う
ち
３
分
の
２

以
上
が
事
業
系
の
不
燃
ご
み
で

あ
る
。

　

最
終
処
分
場
は
、
当
初
計
画

で
は
平
成
30
年
度
（
15
年
間
）

ま
で
の
供
用
で
あ
っ
た
が
、
現

在
の
見
通
し
で
は
搬
入
量
及
び

覆
土
量
の
減
少
に
伴
い
、
平
成

34
年
度
ま
で
共
用
で
き
る
見
込

み
と
な
っ
て
い
る
が
、
覆
土
量

に
よ
っ
て
は
供
用
期
間
が
短
縮

さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
不
燃
ご
み

の
容
量
を
減
少
す
る
た
め
の
対

策
と
し
て
、
現
在
、
埋
立
処
分

し
て
い
る
小
型
家
電
を
分
別
し

リ
サ
イ
ク
ル
化
す
る
こ
と
や
町

民
に
対
し
て
は
、
修
理
し
て
使

う
、
使
い
終
わ
っ
て
も
捨
て
な

い
で
繰
り
返
し
使
う
、
リ
サ
イ

ク
ル
商
品
を
選
ぶ
な
ど
を
啓
発

し
て
、
廃
棄
物
の
削
減
を
進
め

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

次
に
、
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン

タ
ー
の
平
成
21
年
度
か
ら
平
成

24
年
９
月
ま
で
の
処
理
実
績
は

〈
表
２
〉
の
と
お
り
で
あ
り
、

搬
入
量
は
横
ば
い
の
状
況
で
あ

る
。

<表1> 最終処分場の搬入量　　　　　　　　　（単位：t、㎥）

年度
不　　　　燃　　　　物

覆土量家 庭 系
委託収集

直　　接　　搬　　入
計

事業系 家庭系 その他 小 計
H21 654 180 23 402 605 1,259 150
H22 635 237 31 237 505 1,140 100
H23 627 265 30 129 424 1,051 650
H24 352 166 24 53 243 595 80
※ 平成24年度は、9月末までの実績である。

<表2> リサイクルセンターの搬入量　　　　　　　（単位：t）

年度

不　燃　ご　み 資　　源　　ご　　み
直　接　搬　入 委託

収集
直　接　搬　入

計事業
系

家庭
系

その
他 計 事業

系
家庭
系

その
他 小計

H21 12 12 13 37 769 75 3 1 79 848
H22 11 12 12 35 788 68 4 2 74 862
H23 6 12 11 29 774 66 3 2 71 845
H24 3 8 4 15 411 35 2 1 38 449
※1 平成24年度は、9月末までの実績である。
※2 委託収集は、家庭系委託収集の略である。

常
任
委
員
会
活
動
報
告

【
所
管
事
務
調
査
】
要
旨
を
掲
載
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資
源
ご
み
の
搬
入
別
で
は
、

家
庭
系
委
託
収
集
の
搬
入
量

が
、
９
割
以
上
を
占
め
、
直
接

搬
入
で
は
事
業
系
の
搬
入
量
が

直
接
搬
入
の
う
ち
９
割
以
上
を

占
め
て
い
る
。

　

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
は
、

旧
塵
芥
処
理
場
の
敷
地
内
に
プ

レ
ハ
ブ
で
建
設
し
た
施
設
に
、

機
械
を
導
入
し
作
業
を
し
て
い

る
が
、
機
械
の
老
朽
化
な
ど
に

よ
り
、
過
去
に
数
件
の
人
身
事

故
も
発
生
す
る
な
ど
、
作
業
環

境
は
好
ま
し
く
な
い
状
況
に
あ

る
。

　

町
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン

タ
ー
の
改
築
が
最
善
と
考
え
検

討
し
て
い
た
が
、
財
政
上
の
理

由
に
よ
り
、
具
体
的
な
建
設
年

度
の
目
途
が
立
た
な
い
こ
と
か

ら
、
老
朽
化
し
た
施
設
・
機
械

を
計
画
的
に
更
新
す
る
方
向
で

検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
作
業
工
程
マ
ニ
ュ
ア

ル
は
、
最
終
処
分
場
に
つ
い

て
は
、
不
燃
ご
み
受
入
れ
作

業
、
不
燃
ご
み
埋
立
作
業
、
覆

土
作
業
、
汚
水
処
理
作
業
、
リ

サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

は
、
リ
サ
イ
ク
ル
ご
み
受
入
れ

作
業
、
空
缶
圧
縮
作
業
、
瓶
選

別
作
業
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
圧
縮

作
業
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
圧
縮
作

業
、
発
砲
ス
チ
ロ
ー
ル
溶
解
作

業
ご
と
に
作
業
工
程
マ
ニ
ュ
ア

ル
シ
ー
ト
が
示
さ
れ
、
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
沿
っ
て
適
切
に
作
業
が

行
わ
れ
て
い
る
。

【
有
害
駆
除
対
策
に
つ
い
て
】

　

過
去
５
年
間
（
平
成
20
年
度

か
ら
平
成
24
年
９
月
末
ま
で
、

以
下
同
じ
。）
に
お
け
る
有
害

鳥
獣
の
発
生
件
数
は
、
ヒ
グ

マ
、
エ
ゾ
シ
カ
、
カ
ラ
ス
・
ハ

ト
類
、
キ
ツ
ネ
な
ど
212
件
で
あ

り
、
鳥
獣
別
で
は
、
ヒ
グ
マ
、

カ
ラ
ス
・
ハ
ト
類
が
多
く
発
生

し
て
お
り
、
地
域
別
で
は
、
大

沼
地
区
で
ヒ
グ
マ
の
発
生
が
多

く
、
カ
ラ
ス
・
ハ
ト
類
は
全
町

に
お
い
て
発
生
し
て
い
る
。

　

次
に
、
過
去
５
年
間
に
お
け

る
有
害
鳥
獣
の
被
害
状
況
は
、

ヒ
グ
マ
、
エ
ゾ
シ
カ
に
よ
る
人

参
、
デ
ン
ト
コ
ー
ン
、
ス
イ
ー

ト
コ
ー
ン
、
枝
豆
な
ど
の
農
業

被
害
が
発
生
し
て
お
り
、
平
成

23
年
度
以
降
は
、
コ
ウ
ラ
イ
キ

ジ
、
カ
ル
ガ
モ
の
被
害
も
発
生

し
て
い
る
。

　

年
間
の
農
業
被
害
金
額
は
、

そ
の
年
に
よ
っ
て
バ
ラ
つ
き
が

あ
る
が
、
平
成
20
年
度
、
平
成

23
年
度
及
び
平
成
24
年
度
は
約

450
万
円
の
被
害
が
発
生
し
て
い

る
。

　

町
は
、
有
害
駆
除
対
策
を
し

て
、
毎
年
、
七
飯
町
有
害
鳥
獣

駆
除
会
と
七
飯
町
有
害
鳥
獣
駆

除
委
託
契
約
を
締
結
し
て
お

り
、
有
害
鳥
獣
に
よ
る
被
害
を

最
小
限
に
留
め
る
よ
う
に
努
め

て
い
る
。

　

七
飯
町
有
害
鳥
獣
駆
除
会
の

会
員
数
は
、
平
成
24
年
度
で
26

人
で
あ
り
、
有
害
鳥
獣
が
出
没

し
た
時
の
見
回
り
、
駆
除
を

行
っ
て
お
り
、
過
去
５
年
間
に

お
け
る
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
数
は

〈
表
３
〉
の
と
お
り
と
な
っ
て

い
る
。

　

次
に
、
有
害
鳥
獣
が
出
没
し

た
と
き
の
町
民
へ
の
周
知
方
法

は
、
出
没
し
た
付
近
へ
の
看
板

の
設
置
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
へ
の
掲
載
、
新
聞
社
へ
の
記

事
掲
載
依
頼
、
地
域
住
民
へ
の

回
覧
板
及
び
戸
別
訪
問
、
町
広

報
誌
へ
掲
載
な
ど
に
よ
り
行
っ

て
い
る
。

〔
ま
と
め
〕

　

最
終
処
分
場
及
び
リ
サ
イ
ク

ル
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
両

施
設
へ
の
ご
み
の
搬
入
量
等
に

係
る
資
料
を
求
め
、
施
設
の
長

寿
命
化
及
び
改
築
計
画
に
つ
い

て
聴
取
調
査
を
行
っ
た
。

　

最
終
処
分
場
に
つ
い
て
は
、

現
段
階
で
の
見
通
し
で
は
平
成

34
年
度
ま
で
供
用
で
き
る
見
込

み
と
な
っ
て
い
る
が
、
不
燃
ご

み
の
搬
入
量
は
横
ば
い
、
ご
み

の
飛
散
、
火
災
等
を
防
ぐ
覆
土

量
を
少
な
く
見
込
ん
で
い
る
た

め
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
他
自
治
体
の
最
終

処
分
場
や
当
町
の
最
終
処
分
場

で
も
火
災
事
故
が
発
生
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
覆
土
量
は
維
持

管
理
す
る
上
で
重
要
な
要
素
と

な
っ
て
お
り
、
適
正
な
覆
土
量

を
使
用
し
た
場
合
に
供
用
で
き

る
年
数
を
早
期
に
把
握
す
る
こ

と
が
の
ぞ
ま
れ
る
。

　

ま
た
、
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン

タ
ー
は
、
施
設
そ
の
も
の
が
狭

隘
・
老
朽
化
し
て
い
る
た
め
、

作
業
環
境
は
著
し
く
悪
化
し
て

お
り
、
こ
の
こ
と
が
作
業
員
の

事
故
に
つ
な
が
っ
て
い
る
一
つ

の
要
因
で
あ
る
。

　

町
は
、
財
政
上
の
理
由
に
よ

り
、
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
の

改
築
で
は
な
く
、
老
朽
化
し
た

機
械
の
更
新
に
よ
り
改
善
を
図

ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
根
本
的

な
解
決
策
と
は
ほ
ど
遠
い
対
策

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
ご
み
問
題

を
施
設
ご
と
に
捉
え
る
の
で
な

く
、
可
燃
ご
み
、
不
燃
ご
み
、

資
源
ご
み
等
を
一
体
的
に
取
り

組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ご

み
減
量
化
・
最
終
処
分
場
の
長

寿
命
化
を
図
る
た
め
に
、
施
設

の
改
築
と
と
も
に
大
型
破
砕
機

を
早
期
に
導
入
す
る
こ
と
を
強

く
望
む
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
有
害
駆
除
対
策
は
、

本
年
８
月
に
軍
川
小
学
校
付
近

で
熊
が
出
没
し
、
捕
獲
さ
れ
る

な
ど
日
常
生
活
に
危
険
を
及
ぼ

し
て
い
る
。
幸
い
、
当
町
で

は
、
人
的
被
害
は
な
い
も
の

の
、
過
去
５
年
間
に
ヒ
グ
マ
の

捕
獲
数
が
21
頭
を
数
え
て
い
る

こ
と
か
ら
、
い
つ
で
も
有
害
鳥

獣
の
被
害
に
巻
き
込
ま
れ
る
危

険
性
を
含
ん
で
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
有
害
鳥
獣

が
出
没
し
た
と
き
の
連
絡
体
制

は
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
有
害

鳥
獣
を
発
見
し
た
人
か
ら
の

連
絡
が
速
や
か
に
行
わ
れ
る

よ
う
、
町
広
報
誌
及
び
町
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
連
絡
体
制

に
つ
い
て
、
町
民
へ
周
知
徹
底

す
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ

る
。

　

ま
た
、
有
害
鳥
獣
に
よ
る
被

害
を
最
小
限
に
す
る
た
め
に
、

町
が
見
回
り
、
駆
除
等
を
委
託

し
て
い
る
七
飯
町
有
害
鳥
獣
駆

除
会
の
活
動
の
強
化
を
望
む
も

の
で
あ
る
。

特
別
委
員
会
報
告

七
飯
町
議
会
の
改
革
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
会
報
告
書

委
員
長　

林　

秀
樹

　

平
成
23
年
６
月
20
日
第
２
回

定
例
会
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た

当
特
別
委
員
会
が
、
平
成
24
年

第
１
回
定
例
会
に
お
い
て
中
間

報
告
を
し
た
以
後
、
こ
れ
ま
で

調
査
し
た
結
果
を
下
記
の
と
お

り
報
告
す
る
。

１
．
平
成
24
年
４
月
17
日
に
第

11
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

今
後
の
検
討
事
項
及
び
資
料
と

し
て
提
出
の
あ
っ
た
渡
島
管
内

並
び
に
道
内
類
似
団
体
の
議
員

報
酬
及
び
議
員
定
数
等
に
つ
い

て
協
議
し
た
。

　

議
員
報
酬
及
び
議
員
定
数
に

つ
い
て
は
、
道
外
類
似
団
体
の

状
況
に
つ
い
て
の
資
料
要
求
が

あ
っ
た
。

　

ま
た
、
長
期
欠
席
議
員
の
議

員
報
酬
に
つ
い
て
は
、
提
出
の

あ
っ
た
渡
島
管
内
の
状
況
の
資

<表3>　過去5年間における有害鳥獣捕獲数 　 　（単位：頭、羽、匹）
年度 ヒ グ マエゾシカカラス類 ハ ト 類カワウ類 キ ツ ネ 計
H20 4 7 307 38 5 24 385
H21 7 3 154 52 2 13 231
H22 2 11 157 33 8 13 234
H23 5 21 203 25 8 9 271
H24 3 19 172 46 0 0 240
※平成24年度は、9月末までの捕獲数である。
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料
に
基
づ
い
て
協
議
す
る
こ
と

を
確
認
し
、
委
員
会
を
閉
会
し

た
。

２
．
平
成
24
年
５
月
18
日
に
第

12
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

前
回
要
求
の
あ
っ
た
道
外
類
似

団
体
の
議
員
報
酬
及
び
議
員
定

数
に
係
る
資
料
の
説
明
が
あ
っ

た
。

　

ま
た
、
長
期
欠
席
議
員
に
係

る
議
員
報
酬
に
つ
い
て
は
、
改

正
す
る
場
合
の
条
例
及
び
規
則

の
改
正
案
を
示
し
、
今
後
優
先

的
に
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

次
に
、
行
政
視
察
に
つ
い
て

は
、
議
会
改
革
に
係
る
先
進
地

視
察
を
議
員
会
研
修
会
と
併
せ

て
行
う
こ
と
、
視
察
先
は
委
員

長
及
び
副
委
員
長
に
一
任
す
る

こ
と
を
確
認
し
、
委
員
会
を
閉

会
し
た
。

　

後
日
、
先
進
地
視
察
先
と
し

て
栗
山
町
議
会
及
び
登
別
市
議

会
と
決
定
し
た
。

３
．
平
成
24
年
７
月
２
日
及
び

７
月
４
日
に
栗
山
町
議
会
及
び

登
別
市
議
会
を
訪
問
し
、
議
会

改
革
に
係
る
行
政
視
察
を
行
っ

た
。

　

行
政
視
察
の
主
な
内
容
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴
栗
山
町
議
会

①
栗
山
町
の
概
要

　

栗
山
町
は
、
空
知
管
内
の
南

部
に
位
置
し
、
面
積
203
．
84
平

方
㌔
㍍
、
人
口
１
万
３
千
人
を

超
え
る
町
で
あ
り
、
高
齢
化
率

が
32
．
８
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

明
治
40
年
に
１
級
町
村
に
昇

格
し
、
昭
和
に
入
り
、
角
田
炭

鉱
の
発
展
と
と
も
に
人
口
は
２

万
人
を
突
破
し
た
が
、
現
在
は

減
少
傾
向
に
あ
る
。

②
栗
山
町
議
会
の
概
要

　

栗
山
町
議
会
は
、
議
員
定
数

13
人
、
委
員
会
は
、
常
任
委
員

会
（
総
務
教
育
常
任
委
員
会
６

人
、
産
業
福
祉
常
任
委
員
会
６

人
）、
議
会
運
営
委
員
会
５
人
、

議
会
広
報
広
聴
特
別
委
員
会
12

人
（
広
報
小
委
員
会
６
人
、
広

聴
小
委
員
会
６
人
）
の
ほ
か
、

予
算
・
決
算
特
別
委
員
会
が
設

置
さ
れ
て
い
る
。

　

議
員
報
酬
は
、
議
長
30
万

円
、
副
議
長
23
万
９
千
円
、
委

員
長
21
万
２
千
円
、
議
員
19
万

６
千
円
で
あ
り
、
他
に
政
務
調

査
費
と
し
て
月
８
千
円
が
支
給

さ
れ
て
い
る
。

③
調
査
の
概
要

　

栗
山
町
議
会
に
お
け
る
議
会

改
革
の
背
景
は
、
平
成
12
年
に

施
行
さ
れ
た
地
方
分
権
一
括
法

に
よ
り
、
議
会
の
審
議
対
象
外

で
あ
っ
た
機
関
委
任
事
務
制
度

の
廃
止
に
伴
い
地
方
議
会
の
役

割
が
極
め
て
広
範
囲
に
わ
た

り
、
責
任
の
度
合
い
が
さ
ら
に

重
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
二

元
代
表
制
に
お
け
る
機
関
対
立

主
義
に
基
づ
き
、
議
会
と
し
て

の
執
行
機
関
の
チ
ェ
ッ
ク
、
議

案
に
対
し
て
は
常
に
是
々
非
々

の
態
度
で
臨
む
こ
と
が
重
要
と

な
っ
た
。

　

議
会
改
革
の
取
り
組
み
と
し

て
は
、
会
議
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
る
ラ
イ
ブ
中
継
な
ど
透

明
性
の
確
保
、
議
会
・
議
員
の

力
量
を
高
め
る
た
め
の
中
長
期

財
政
問
題
等
調
査
特
別
委
員
会

の
設
置
、
常
任
委
員
会
所
属
事

務
調
査
の
充
実
、
提
案
権
・
修

正
権
の
発
議
な
ど
監
視
型
議
会

か
ら
の
脱
皮
、
議
員
自
ら
調
査

研
修
す
る
た
め
の
政
務
調
査
費

の
導
入
、
議
会
報
告
会
な
ど
住

民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
法
制
化

し
た
も
の
が
全
国
に
先
駆
け
て

平
成
18
年
５
月
に
施
行
し
た

「
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
」
で

あ
る
。

　

栗
山
町
議
会
基
本
条
例
は
、

議
会
運
営
の
最
高
規
範
と
位
置

付
け
、
議
会
は
、
基
本
条
例
に

違
反
す
る
議
会
の
条
例
、
規

則
、
規
程
等
を
制
定
し
て
は
な

ら
な
い
と
規
定
し
、
さ
ら
に
、

日
本
国
憲
法
、
法
律
そ
の
他
の

法
令
等
の
状
況
を
解
釈
し
、
運

用
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
こ

の
条
例
に
照
ら
し
て
判
断
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て

い
る
。

　

栗
山
町
議
会
基
本
条
例
の
特

徴
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
町
民
や
団
体
と
の
意
見
交
換

の
た
め
の
議
会
主
催
に
よ
る
一

般
会
議
の
設
置

・
重
要
な
議
案
に
対
す
る
議
員

の
態
度
（
賛
否
）
の
公
表

・
年
１
回
の
議
会
報
告
会
の
開

催
を
義
務
化

・
議
員
の
質
問
に
対
す
る
町
長

や
町
職
員
の
反
問
権
の
付
与

・
議
決
事
項
の
追
加
（
５
項

目
）

・
議
員
相
互
間
の
自
由
討
議
の

推
進

・
議
会
モ
ニ
タ
ー
の
設
置
、
議

会
サ
ポ
ー
タ
ー
の
導
入

・
正
副
議
長
志
願
者
の
所
信
表

明
の
導
入
な
ど

　

一
般
会
議
に
つ
い
て
は
、
活

動
が
制
限
さ
れ
て
い
る
常
任
委

員
会
な
ど
で
は
対
処
で
き
な
い

諸
課
題
に
対
し
、
議
員
と
町
民

が
自
由
に
意
見
交
換
で
き
る
会

議
と
し
て
平
成
18
年
よ
り
実
施

し
て
い
る
。

　

現
在
ま
で
19
回
の
一
般
会
議

を
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ

て
実
施
し
て
お
り
、
相
手
先
団

体
は
商
工
会
議
所
、
建
設
協

会
、
農
業
委
員
会
、
青
年
会

議
所
、
赤
十
字
病
院
な
ど
で
あ

り
、
団
体
側
か
ら
の
開
催
要
望

や
必
要
に
応
じ
て
議
会
側
か
ら

開
催
を
求
め
て
い
る
。

　

議
会
報
告
会
は
、
議
員
が
地

域
に
出
向
き
、
議
会
、
委
員
会

な
ど
の
議
会
活
動
の
状
況
を
直

接
町
民
に
報
告
し
、
町
政
に
関

す
る
情
報
提
供
と
、
議
会
活
動

に
対
す
る
意
見
等
を
聴
く
貴
重

な
機
会
と
し
て
、
平
成
17
年
３

月
よ
り
北
海
道
で
は
初
め
て
実

施
し
て
い
る
。

　

開
催
は
、
少
な
く
て
も
毎
年

１
回
、
町
内
12
会
場
で
行
っ
て

お
り
、
参
加
者
数
は
300
人
前
後

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
総
合

計
画
な
ど
議
題
に
特
化
し
た
議

会
報
告
会
を
開
催
し
て
い
る
。

　

議
会
報
告
会
は
、
４
班
に
分

け
全
議
員
が
出
席
し
て
お
り
、

年
長
の
議
員
が
班
長
を
務
め
て

お
り
、
説
明
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
準
備
ま
で
議
員
が
行
っ
て

い
る
。

⑵
登
別
市
議
会

①
登
別
市
の
概
要

　

登
別
市
は
、
胆
振
管
内
の
中

央
部
に
位
置
し
、
面
積
212
．
11

平
方
㌔
㍍
、
人
口
約
５
万
２
千

人
の
市
で
あ
り
、
高
齢
化
率
が

29
．
０
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

昭
和
45
年
に
道
内
30
番
目
の



27 七飯町　議会だより

市
制
を
施
行
し
、
支
笏
洞
爺
国

立
公
園
の
中
核
に
位
置
し
、
登

別
温
泉
を
抱
え
る
北
海
道
有
数

の
観
光
地
で
あ
る
。

②
登
別
市
議
会
の
概
要

　

登
別
市
議
会
は
、
議
員
定
数

21
人
、
委
員
会
は
、
常
任
委
員

会
（
総
務
・
教
育
委
員
会
７

人
、
生
活
・
福
祉
委
員
会
７

人
、
観
光
・
経
済
委
員
会
７

人
）、
議
会
運
営
委
員
会
８
人
、

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会
７
人

の
ほ
か
、
予
算
・
決
算
委
員
会

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　

議
員
報
酬
は
、
議
長
40
万

円
、
副
議
長
35
万
円
、
議
員
32

万
円
で
あ
り
、
他
に
政
務
調
査

費
と
し
て
月
１
万
円
が
支
給
さ

れ
て
い
る
。

③
調
査
の
概
要

　

登
別
市
議
会
に
お
け
る
議
会

改
革
は
、
平
成
17
年
９
月
に
議

会
改
革
特
別
委
員
会
が
設
置
さ

れ
、
議
員
定
数
に
つ
い
て
、
定

例
会
の
開
催
回
数
に
つ
い
て
、

議
会
の
監
視
、
チ
ェ
ッ
ク
機
能

に
つ
い
て
、
議
員
報
酬
等
に
つ

い
て
協
議
さ
れ
て
い
る
。

　

協
議
の
結
果
、
議
員
定
数
は

平
成
19
年
改
選
期
よ
り
24
名
か

ら
21
名
に
３
名
削
減
、
定
例
会

の
開
催
回
数
は
平
成
19
年
改
選

期
よ
り
４
回
か
ら
３
回
と
し
、

議
員
報
酬
の
据
え
置
き
、
政
務

調
査
費
の
減
額
な
ど
を
決
定

し
、
議
長
に
答
申
し
て
い
る
。

　

平
成
18
年
５
月
に
は
、
議
長

の
諮
問
機
関
と
し
て
、
定
例
会

を
４
回
か
ら
３
回
に
減
ら
し
た

こ
と
へ
の
対
応
と
し
て
議
会
改

革
検
討
会
議
が
設
置
さ
れ
、
検

討
会
議
で
は
、
定
例
会
や
臨
時

会
の
あ
り
方
、
議
会
活
性
化
の

あ
り
方
と
し
て
各
種
団
体
と
の

意
見
交
換
会
の
義
務
化
、
議
会

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
、
議
会
基

本
条
例
制
定
の
た
め
の
検
討
委

員
会
の
設
置
、
議
決
権
の
拡
大

な
ど
が
答
申
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
定
例
会
の
回
数
は
平

成
22
年
第
３
回
定
例
会
よ
り
４

回
に
戻
し
て
い
る
。

　

平
成
19
年
改
選
期
以
後
の
議

会
改
革
に
つ
い
て
は
、
議
長
の

諮
問
を
受
け
４
つ
の
小
委
員
会

（
常
任
委
員
会
及
び
特
別
委
員

会
の
あ
り
方
小
委
員
会
、
本
会

議
中
継
小
委
員
会
、
議
決
権
の

拡
大
小
委
員
会
、
議
会
基
本
条

例
小
委
員
会
）
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。

　

特
に
、
議
会
基
本
条
例
小
委

員
会
は
73
回
の
協
議
を
経
て
平

成
23
年
３
月
定
例
会
に
お
い
て

全
会
一
致
で
「
登
別
市
議
会
基

本
条
例
」
が
可
決
さ
れ
、
平
成

23
年
５
月
１
日
よ
り
施
行
し
て

い
る
。

　

な
お
、
議
決
権
の
拡
大
小
委

員
会
で
協
議
し
た
事
項
に
つ
い

て
も
、
議
会
基
本
条
例
に
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。

　

議
会
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
平
成

19
年
度
よ
り
毎
年
開
催
し
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に

添
っ
て
、
議
員
全
員
が
資
料
作

成
か
ら
当
日
の
準
備
、
最
終
報

告
書
の
作
成
ま
で
役
割
を
分
担

し
て
お
り
、
議
会
事
務
局
は
あ

く
ま
で
サ
ポ
ー
ト
役
に
徹
し
て

い
る
。

　

登
別
市
議
会
基
本
条
例
の
特

色
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
登
別
市
ま
ち
づ
く
り
基
本
条

例
（
平
成
17
年
９
月
制
定
）
の

理
念
を
踏
ま
え
、
開
か
れ
た
協

働
型
議
会
を
目
指
す
。

・
委
員
会
で
の
市
民
と
の
意
見

交
換
会
を
義
務
付
け
、
委
員
会

に
議
会
サ
ポ
ー
タ
ー
制
度
を
導

入
。

・
議
案
の
審
議
は
委
員
会
を
中

心
に
進
め
る
。

・
議
員
の
質
問
に
対
し
、
市
長

に
反
問
権
を
付
与
す
る
。

・
質
問
の
機
会
を
拡
大
す
る
た

め
、
文
書
質
問
の
制
度
を
設
け

る
。

・
基
本
条
例
の
目
的
が
達
成
さ

れ
て
い
る
か
２
年
ご
と
に
検
討

す
る
。

・
議
員
間
の
自
由
討
議
の
場
と

時
間
を
確
保
す
る
。

　

な
お
、
議
会
基
本
条
例
の
課

題
と
し
て
、
議
会
サ
ポ
ー
タ
ー

制
度
等
に
係
る
要
綱
の
整
備
、

反
問
権
の
あ
り
方
の
検
討
、
意

見
交
換
会
や
議
会
フ
ォ
ー
ラ
ム

の
あ
り
方
の
検
討
を
挙
げ
て
い

る
。

　

次
に
、
議
員
提
案
に
よ
る

「
登
別
市
議
会
議
員
政
治
倫
理

条
例
」
が
平
成
23
年
５
月
１
日

か
ら
施
行
し
て
お
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

・
８
項
目
の
遵
守
す
べ
き
政
治

倫
理
基
準
を
定
め
る
。

・
身
分
等
報
告
書
及
び
税
等
納

付
状
況
報
告
書
の
提
出
を
義
務

付
け
す
る
。

・
条
例
に
違
反
し
て
い
る
疑
い

の
あ
る
と
き
は
、
市
民
２
人
以

上
の
連
署
で
調
査
請
求
が
で
き

る
。

・
議
員
が
逮
捕
又
は
起
訴
さ
れ

た
と
き
は
、
説
明
責
任
を
果
た

す
た
め
の
説
明
会
の
開
催
を
義

務
付
け
る
。

・
議
員
の
有
罪
判
決
が
確
定
し

た
と
き
は
、
自
ら
辞
職
す
る
と

と
も
に
、
交
通
三
悪
に
つ
い
て

も
辞
職
要
件
と
す
る
。

　

登
別
市
議
会
議
員
政
治
倫
理

条
例
と
と
も
に
、
登
別
市
長
等

政
治
倫
理
条
例
、
登
別
市
職
員

倫
理
条
例
、
登
別
市
政
治
倫
理

審
査
会
条
例
が
平
成
23
年
４
月

１
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

　

登
別
市
政
治
倫
理
審
査
会

は
、
委
員
３
名
に
よ
り
構
成
さ

れ
て
お
り
、
身
分
等
報
告
書
の

審
査
、
税
等
納
付
状
況
報
告
書

の
審
査
を
毎
年
実
施
す
る
と
と

も
に
、
市
民
等
か
ら
の
調
査
請

求
に
関
す
る
調
査
も
随
時
実
施

し
て
い
る
。

　

こ
の
た
め
、
登
別
市
議
会
議

員
政
治
倫
理
条
例
に
基
づ
く
調

査
請
求
が
あ
っ
た
場
合
の
調
査

は
、
議
会
に
お
い
て
付
属
機
関

を
設
置
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、

登
別
市
政
治
倫
理
審
査
会
に
お

い
て
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。

　

以
上
が
、
行
政
視
察
調
査
の

概
要
で
あ
る
が
、
栗
山
町
議
会

及
び
登
別
市
議
会
の
視
察
の
対

応
は
、
議
長
を
は
じ
め
議
員
が

行
っ
て
お
り
、
特
に
登
別
市
議

会
は
議
長
１
人
で
全
て
の
質
疑

に
対
応
し
て
い
る
。

４
．
平
成
24
年
９
月
６
日
に
第

13
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

行
政
視
察
に
係
る
総
括
及
び
長

期
欠
席
に
係
る
協
議
を
行
っ

た
。

　

行
政
視
察
に
係
る
総
括
で

は
、
前
期
に
係
る
報
告
書
案
を

も
と
に
協
議
を
行
っ
た
が
、
委

員
か
ら
議
会
基
本
条
例
に
つ
い

て
は
慎
重
に
す
べ
き
と
の
意
見

が
あ
り
、
今
後
の
検
討
事
項
と

し
た
。

　

次
に
、
長
期
欠
席
議
員
に
係

る
議
員
報
酬
に
つ
い
て
は
、
渡

島
管
内
町
議
会
の
状
況
及
び
七

飯
町
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等

に
関
す
る
条
例
の
改
正
案
を
も

と
に
協
議
を
行
い
、
長
期
欠
席

に
係
る
議
員
報
酬
を
減
額
す
る

こ
と
、
及
び
平
成
25
年
４
月
１

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　

長
期
欠
席
に
係
る
減
額
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
届
け
出
た
日
か
ら
90
日
を
超
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１
．
平
成
24
年
７
月
６
日
、
第

８
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

平
成
24
年
第
２
回
定
例
会
に
お

い
て
中
間
報
告
し
た
こ
と
か

ら
、
今
後
の
調
査
方
針
に
つ
い

て
協
議
を
行
っ
た
。

　

改
築
工
事
に
伴
う
問
題
点
に

つ
い
て
は
、
設
計
及
び
工
事
監

理
者
を
参
考
人
聴
取
し
て
い
る

が
、
施
工
業
者
に
つ
い
て
も
必

要
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
出

た
。

　

ま
た
、
手
直
し
工
事
が
終
了

後
、
現
地
調
査
を
再
度
行
う
こ

と
と
し
、
併
せ
て
グ
ラ
ウ
ン
ド

工
事
や
プ
ー
ル
改
築
工
事
に
つ

い
て
も
現
地
調
査
を
す
る
こ
と

と
し
た
。

　

次
に
、
屋
内
体
育
館
の
結
露

の
再
発
及
び
グ
ラ
ウ
ン
ド
工
事

に
お
け
る
桜
の
木
の
伐
採
に
つ

い
て
情
報
提
供
を
受
け
る
こ
と

と
し
、
都
市
住
宅
課
長
、
学
校

教
育
課
長
の
出
席
を
求
め
た
。

　

屋
内
体
育
館
の
結
露
に
つ
い

て
は
、
５
月
上
旬
に
１
度
発
生

し
、
換
気
不
足
が
原
因
と
思
わ

れ
る
こ
と
か
ら
、
学
校
側
に
対

し
、
常
に
換
気
す
る
よ
う
に
指

示
し
て
い
た
が
、
６
月
下
旬
に

再
度
結
露
が
発
生
、
落
水
が
確

認
さ
れ
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
町
は
、
設

計
業
者
に
対
し
、
原
因
の
解
明

と
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
報
告

を
求
め
、
そ
の
報
告
を
元
に
充

分
に
審
査
検
討
し
て
対
応
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

　

次
に
、
桜
の
木
の
伐
採
に
つ

い
て
は
、
桜
の
木
16
本
、
松
の

木
４
本
を
５
月
26
日
・
27
日
に

伐
採
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ

た
。

　

し
か
し
、
桜
の
木
に
つ
い
て

は
、
平
成
20
年
12
月
に
開
催
し

た
地
域
説
明
会
で
地
域
の
要
望

で
残
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の

で
は
と
い
う
質
問
が
あ
り
、
教

育
委
員
会
も
こ
れ
を
認
め
て
い

る
こ
と
か
ら
、
次
回
の
委
員
会

で
桜
の
木
を
伐
採
す
る
こ
と
に

な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
調
査
す

る
こ
と
を
確
認
し
、
委
員
会
を

閉
会
し
た
。

２
．
平
成
24
年
７
月
23
日
、
第

９
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

副
町
長
、
教
育
長
、
都
市
住
宅

課
長
、
学
校
教
育
課
長
の
出
席

を
求
め
、
提
出
さ
れ
た
要
求
資

料
の
説
明
を
受
け
る
と
と
も

に
、
質
疑
を
行
っ
た
。

　

は
じ
め
に
、
校
舎
補
修
工
事

に
係
る
工
程
に
つ
い
て
都
市
住

宅
課
長
か
ら
説
明
が
あ
り
、
夏

休
み
期
間
で
あ
る
７
月
26
日
か

ら
８
月
19
日
ま
で
の
期
間
中
に

全
て
の
補
修
を
終
え
る
予
定
で

え
た
と
き　

100
分
の
20

②
届
け
出
た
日
か
ら
180
日
を
超

え
た
と
き　

100
分
の
30

③
届
け
出
た
日
か
ら
365
日
を
超

え
た
と
き　

100
分
の
50

　

な
お
、
七
飯
町
議
会
議
員
の

議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
と
と
も
に
、
七
飯
町

議
会
会
議
規
則
も
一
部
改
正
す

る
こ
と
を
確
認
し
、
委
員
会
を

閉
会
し
た
。

５
．
平
成
24
年
11
月
20
日
に
第

14
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

前
回
の
委
員
会
で
決
定
し
た
長

期
欠
席
に
係
る
減
額
内
容
に
基

づ
い
て
、
七
飯
町
議
会
議
員
の

議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
及

び
七
飯
町
議
会
会
議
規
則
の
一

部
改
正
に
つ
い
て
協
議
す
る
と

と
も
に
平
成
24
年
第
４
回
定
例

会
で
報
告
す
る
中
間
報
告
書
の

ま
と
め
を
行
っ
た
。

　

七
飯
町
議
会
議
員
の
議
員
報

酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
は
、
前
回
の
委
員
会
で
決
定

し
た
と
お
り
本
会
議
及
び
委
員

会
等
を
90
日
以
上
欠
席
し
、
議

員
活
動
が
で
き
な
い
と
き
に
議

員
報
酬
の
一
定
の
額
を
減
額

し
、
併
せ
て
期
末
手
当
も
減
額

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
施

行
期
日
を
平
成
25
年
４
月
１
日

と
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

七
飯
町
議
会
会
議
規
則
の
一

部
改
正
は
、
議
員
が
議
会
以
外

の
用
務
の
た
め
７
日
以
上
七
飯

町
を
離
れ
る
と
き
、
又
は
病
気

療
養
若
し
く
は
議
員
活
動
が
で

き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
議
長

に
届
け
出
す
る
こ
と
を
義
務
付

け
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
３
か

月
以
上
の
長
期
欠
席
す
る
と
き

は
、
常
に
現
況
を
議
長
に
報
告

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
施

行
期
日
を
平
成
25
年
４
月
１
日

と
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

な
お
、
平
成
24
年
第
４
回
定

例
会
に
お
い
て
委
員
会
で
提
案

す
る
発
議
案
は
、
七
飯
町
議
会

議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
と
し
、
七
飯

町
議
会
会
議
規
則
の
一
部
改
正

は
、
地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴

う
一
部
改
正
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
議
会
運
営
委
員
会
等
と
の

調
整
の
う
え
、
決
定
す
る
こ
と

で
承
認
さ
れ
た
。

　

次
に
、
中
間
報
告
書
の
ま
と

め
を
行
う
と
と
も
に
、
次
回
以

降
は
、
議
員
定
数
、
議
員
報

酬
、
議
会
基
本
条
例
等
の
検
討

事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と

を
確
認
し
、
委
員
会
を
閉
会
し

た
。

６
．
ま
と
め
（
中
間
）

　

以
上
が
平
成
24
年
第
１
回
定

藤
城
小
学
校
改
築
工
事
に
関
す

る
調
査
特
別
委
員
会
報
告
書

（
最
終
報
告
書
）

委
員
長　

佐
野　

史
人

例
会
で
中
間
報
告
し
た
以
降
の

報
告
で
あ
り
、
主
に
長
期
欠
席

に
伴
う
議
員
報
酬
の
減
額
に
つ

い
て
協
議
を
し
、
七
飯
町
議
会

議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る

条
例
及
び
七
飯
町
議
会
会
議
規

則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
平
成

24
年
第
４
回
定
例
会
に
お
い
て

提
案
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　

一
部
改
正
の
主
な
点
は
、
議

員
が
病
気
療
養
等
に
よ
り
長
期

欠
席
を
し
、
議
員
活
動
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
き
に
、
90
日
以

上
そ
の
期
間
に
応
じ
て
議
員
報

酬
を
100
分
の
20
か
ら
100
分
の
50

を
減
額
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
期
末
手
当
に
も
反
映
さ
せ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
七
飯
町
議
会
会
議
規

則
の
一
部
改
正
は
、
議
員
が
議

会
以
外
の
用
務
で
７
日
以
上
七

飯
町
を
離
れ
る
と
き
の
届
出
等

を
義
務
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
議
員
と
し
て
の
職
務
を
全

う
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

次
に
、
議
会
改
革
の
先
進
地

で
あ
る
栗
山
町
議
会
、
登
別
市

議
会
の
行
政
視
察
で
は
、
議
会

基
本
条
例
を
は
じ
め
、
議
会
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
ラ
イ

ブ
中
継
、
議
会
報
告
会
な
ど
、

七
飯
町
議
会
と
し
て
取
り
組
む

べ
き
課
題
が
挙
げ
ら
れ
る
と
と

も
に
、
議
員
と
し
て
の
資
質
向

上
に
努
め
る
こ
と
が
、
町
民
の

負
託
に
応
え
る
我
々
議
員
の
責

務
で
あ
る
。

　

今
後
の
委
員
会
活
動
は
、
行

政
視
察
で
課
題
と
な
っ
た
事
項

を
は
じ
め
、
議
員
定
数
、
議
員

報
酬
な
ど
を
検
討
す
る
と
と
も

に
、
町
民
の
福
祉
の
向
上
及
び

町
政
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と

を
念
頭
に
活
動
を
継
続
す
る
こ

と
と
し
て
、
中
間
報
告
と
す

る
。

　

平
成
24
年
３
月
21
日
第
１
回

定
例
会
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た

当
特
別
委
員
会
が
、
平
成
24
年

第
２
回
定
例
会
に
お
い
て
中
間

報
告
を
し
た
以
後
、
こ
れ
ま
で

調
査
し
た
結
果
を
下
記
の
と
お

り
報
告
す
る
。
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あ
る
。

　

こ
の
補
修
工
事
に
関
し
て
、

建
築
主
体
工
事
の
共
同
企
業
体

か
ら
七
飯
町
に
念
書
の
提
出
が

あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

・
床
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
全
面
張
替

え
の
ほ
か
１
年
点
検
で
指
摘
の

あ
っ
た
校
舎
内
外
部
を
修
補
す

る
。

・
修
補
期
間
は
、
７
月
26
日
か

ら
８
月
19
日
ま
で
と
す
る
。

・
修
補
費
用
は
、
共
同
企
業
体

の
負
担
と
す
る
。

・
修
補
し
た
箇
所
の
完
了
後
の

瑕
疵
担
保
に
つ
い
て
は
、
藤
城

小
学
校
改
築
建
築
主
体
工
事
請

負
契
約
書
と
同
様
の
期
間
と
す

る
。

・
１
年
点
検
の
指
導
事
項
以
外

に
出
た
事
象
に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
町
と
協
議
の
上
、
誠
意

を
も
っ
て
対
応
す
る
。

　

以
上
の
説
明
の
後
、
委
員
か

ら
費
用
負
担
に
関
し
て
確
認
を

求
め
る
発
言
が
あ
り
、
都
市
住

宅
課
長
は
、
費
用
負
担
は
全
て

共
同
企
業
体
が
す
る
と
答
弁
し

た
。

　

次
に
、
藤
城
小
学
校
屋
内
体

育
館
の
結
露
に
係
る
経
過
及
び

対
応
に
つ
い
て
都
市
住
宅
課
長

か
ら
報
告
が
あ
り
、
そ
の
内
容

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
屋
内
体
育
館
は
、
平
成
24
年

１
月
27
日
に
工
事
が
完
成
し
、

１
月
30
日
に
検
収
及
び
受
け
渡

し
が
行
わ
れ
て
い
る
。

・
５
月
２
日
、
体
育
館
で
雨
漏

り
が
し
て
い
る
と
の
連
絡
が
あ

り
、
調
査
の
結
果
、
結
露
の
可

能
性
か
ら
換
気
を
す
る
よ
う
学

校
に
指
示
を
し
た
。

・
６
月
28
日
、
夕
方
、
天
井
か

ら
水
滴
が
落
ち
て
い
る
こ
と
が

再
度
確
認
さ
れ
、
翌
29
日
関
係

者
に
よ
る
調
査
、
確
認
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
天
井
部
分
に
お
け

る
結
露
と
判
断
し
た
。

・
７
月
４
日
、
町
は
設
計
事
務

所
に
対
し
、
結
露
の
原
因
を
調

査
報
告
す
る
よ
う
指
示
、
７
月

６
日
に
設
計
事
務
所
よ
り
報
告

書
の
提
出
が
あ
っ
た
。

・
７
月
14
日
か
ら
７
月
19
日
ま

で
経
過
観
察
を
し
た
結
果
、
常

時
換
気
扇
を
回
し
た
状
態
で
も

結
露
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
、

グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
成
型
板
に
カ
ビ

が
発
生
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
天
井
部
分
に
空
気
が
滞
留

し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
。

　

原
因
は
、
天
井
の
Ａ
Ｌ
Ｃ

板
（
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト

板
）
が
日
中
、
外
気
の
影
響
を

受
け
、
熱
を
帯
び
温
度
が
上
昇

し
、
飽
和
水
蒸
気
量
が
上
が

り
、
そ
の
後
、
体
育
館
内
部
で

発
生
し
た
水
分
を
含
ん
だ
空
気

が
夕
方
や
夜
間
に
温
度
が
下

が
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
結
露
が

発
生
し
た
と
結
論
。

　

改
善
策
は
、
外
気
温
の
影

響
を
少
な
く
す
る
工
法
と
し

て
、
Ａ
Ｌ
Ｃ
板
の
外
部
側
に
断

熱
材
を
敷
き
込
み
、
屋
上
防
水

を
行
う
「
外
断
熱
工
法
」
を
採

用
し
て
外
気
温
の
影
響
を
遮
断

す
る
。
さ
ら
に
、
内
部
天
井
の

グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
成
型
板
は
撤
去

し
、
下
地
清
掃
除
菌
後
、
新
た

に
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
成
型
板
の
張

替
え
を
行
う
。

・
７
月
20
日
、
設
計
事
務
所
か

ら
報
告
書
の
提
出
が
あ
り
、
結

露
の
原
因
と
今
後
の
方
向
性
に

つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
で
あ

る
が
、
ア
リ
ー
ナ
上
部
に
８
カ

所
の
吸
気
フ
ー
ド
を
設
置
す

る
。
な
お
、
今
回
の
事
案
に
係

る
費
用
は
、
全
面
的
に
設
計
事

務
所
が
負
担
す
る
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
補
修
工
事
は
、
校

舎
と
同
様
に
、
夏
休
み
期
間
中

に
行
う
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
説
明
後
、
業
者
の
責

任
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
理

事
者
側
は
、
設
計
上
の
計
算
ど

お
り
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
、

設
計
の
甘
さ
が
原
因
と
指
摘
、

処
分
等
に
つ
い
て
は
、
補
修
が

終
わ
っ
て
か
ら
毅
然
と
対
応
す

る
と
し
て
い
る
。

　

委
員
か
ら
は
、
補
修
に
関
し

て
念
書
の
必
要
は
な
い
か
と
の

質
疑
が
あ
り
、
理
事
者
側
は
、

念
書
に
関
し
て
は
今
後
検
討
す

る
と
し
て
い
る
。

　

次
に
、
桜
の
木
の
伐
採
に
つ

い
て
教
育
長
か
ら
、
次
の
と
お

り
報
告
が
あ
っ
た
。

・
平
成
20
年
11
月
20
日
、
藤
城

小
学
校
改
築
地
域
説
明
会
に
お

い
て
、
当
時
の
教
育
長
は
、
地

域
住
民
か
ら
の
「
桜
の
木
に
愛

着
は
あ
る
の
で
残
し
て
ほ
し

い
」
と
の
要
望
に
対
し
、「
思

い
出
の
あ
る
桜
並
木
は
残
す
よ

う
に
す
る
」
と
答
え
て
い
る
。

・
平
成
21
年
４
月
27
日
、
当
議

会
の
藤
城
小
学
校
改
築
に
関
す

る
調
査
特
別
委
員
会
に
お
い
て

基
本
設
計
の
内
容
に
つ
い
て
説

明
が
あ
り
、
当
時
の
学
校
教
育

課
長
は
「
校
門
か
ら
入
り
、
正

面
ま
で
を
桜
並
木
に
し
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
昨
年
の
地

域
説
明
会
の
と
き
に
、
桜
並
木

を
今
ま
で
ど
お
り
に
し
て
ほ
し

い
と
い
う
要
望
が
あ
り
ま
し
た

の
で
、
こ
こ
（
新
校
舎
正
面
の

ア
プ
ロ
ー
チ
）
に
桜
の
木
を
植

え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
」
と
説
明
し
て
い
る
。

・
平
成
21
年
10
月
16
日
、
藤
城

小
学
校
改
築
事
業
に
係
る
Ｐ
Ｔ

Ａ
三
役
会
議
及
び
同
年
11
月
16

日
に
開
催
さ
れ
た
地
域
説
明
会

で
、
実
施
設
計
の
概
要
が
説
明

さ
れ
た
が
、
配
置
図
に
今
回
伐

採
さ
れ
た
桜
の
木
は
記
載
さ
れ

て
い
な
い
。

・
平
成
22
年
３
月
24
日
、
藤
城

小
学
校
住
民
説
明
会
を
開
催

し
、
工
事
全
般
に
つ
い
て
説
明

会
を
行
っ
て
い
る
。

・
平
成
24
年
４
月
18
日
、
第
２

回
施
工
打
ち
合
わ
せ
会
議
に
お

い
て
、
施
工
業
者
か
ら
、
支
障

木
と
し
て
伐
採
を
予
定
し
て
い

た
桜
の
木
に
つ
い
て
確
認
が
求

め
ら
れ
た
。

・
平
成
24
年
４
月
23
日
、
建
築

技
師
が
直
接
、
副
町
長
に
対

し
桜
の
木
の
伐
採
に
つ
い
て

確
認
を
求
め
た
と
こ
ろ
、「
実

施
設
計
で
切
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
」
と
伐
採
を
了
解
し
て
い

る
。
そ
の
後
（
日
付
不
明
）、

建
築
技
師
は
学
校
教
育
課
長
に

対
し
「
副
町
長
か
ら
桜
の
木
を

伐
採
し
て
よ
い
と
聞
い
た
が
、

そ
れ
で
い
い
で
す
ね
」
と
確
認

を
求
め
、
学
校
教
育
課
長
は

「
切
っ
て
い
い
よ
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
に
や
っ
て

下
さ
い
」
と
答
え
て
い
る
。

・
平
成
24
年
５
月
25
日
頃
、
建

築
技
師
が
再
度
、
桜
の
木
の
伐

採
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
た

が
、「
副
町
長
は
切
っ
て
よ
い

と
い
っ
て
ま
す
よ
ね
」
と
学
校

教
育
課
長
は
答
え
て
い
る
。

・
平
成
24
年
５
月
26
日
・
27

日
、
桜
の
木
１
６
本
、
松
の
木

４
本
を
伐
採
す
る
。

・
平
成
24
年
７
月
20
日
、
藤
城

地
区
移
動
町
長
室
を
開
催
。

　

以
上
の
説
明
の
後
、
委
員
か

ら
移
動
町
長
室
の
と
き
の
理
事

者
側
の
説
明
及
び
町
と
し
て
の

指
示
系
統
な
ど
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
な
質
疑
が
あ
っ
た
。

①
教
育
長
は
、
地
域
に
桜
の
木

を
残
す
と
１
回
も
言
っ
て
い
な

い
と
発
言
し
て
い
る
が
、
こ
の

と
き
、
住
民
か
ら
「
町
は
力
を

使
っ
て
だ
ま
す
の
か
」
と
発
言

が
あ
っ
た
が
状
況
説
明
を
。

②
教
育
長
の
発
言
は
、
第
三
者

的
立
場
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。

教
育
長
と
し
て
引
き
継
い
だ
事

実
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
責

任
を
持
っ
て
対
応
し
よ
う
と
す

る
の
か
。

③
桜
の
木
の
伐
採
に
つ
い
て
、

前
担
当
課
長
の
副
町
長
に
確
認

し
て
い
る
が
、
庁
内
組
織
と
し

て
副
町
長
が
判
断
す
る
内
容

か
。
教
育
長
は
い
つ
知
っ
た
の

か
。

④
当
時
の
桜
の
木
に
対
す
る
捉

え
方
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
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こ
れ
に
対
し
、
理
事
者
側
の

答
弁
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
桜
の
木
を
残
す
と
い
う
説
明

を
し
た
記
憶
が
な
い
。

②
第
三
者
的
に
聞
こ
え
る
の
で

あ
れ
ば
不
徳
の
致
す
と
こ
ろ
で

あ
る
。
過
去
の
人
に
責
任
を
押

し
付
け
る
考
え
は
な
い
が
、
事

実
関
係
を
き
ち
ん
と
捉
え
て
責

任
所
在
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

③
組
織
か
ら
す
る
と
教
育
長
が

判
断
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、

当
時
の
担
当
課
長
で
あ
る
こ
と

か
ら
確
認
を
求
め
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
事
前
に
知
っ
て
い

れ
ば
対
処
で
き
た
は
ず
で
あ

る
。

④
地
域
の
人
た
ち
は
、
桜
の
木

の
下
を
通
っ
て
登
校
し
た
思
い

出
が
あ
る
と
話
し
て
お
り
、
新

校
舎
の
正
面
に
桜
を
イ
メ
ー
ジ

し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
基
本
設
計

に
配
置
し
て
い
る
。
旧
グ
ラ
ウ

ン
ド
側
の
桜
の
木
に
つ
い
て

は
、
勝
手
に
解
釈
し
、
認
識
も

甘
く
、
慎
重
に
対
応
す
べ
き
で

あ
っ
た
と
反
省
し
て
い
る
。

　

な
お
、
新
し
い
グ
ラ
ウ
ン
ド

へ
の
通
路
は
幅
６
ｍ
程
あ
る
た

め
、
地
域
と
相
談
し
て
植
樹
を

し
て
い
き
た
い
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

次
に
、
校
舎
床
暖
房
の
一
部

不
良
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

報
告
が
あ
っ
た
。

　

平
成
24
年
６
月
26
日
、
電
気

保
安
協
会
の
点
検
で
、
回
路
不

良
が
あ
っ
た
旨
、
教
頭
か
ら
報

告
が
あ
り
、
調
査
を
実
施
し
た

が
、
不
良
個
所
は
特
定
で
き
な

か
っ
た
が
、
回
線
不
良
が
確
認

さ
れ
、
不
良
個
所
は
コ
ン
ク

リ
ー
ト
部
分
に
埋
設
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
床
フ
ロ
ー
リ
ン

グ
の
補
修
工
事
に
合
わ
せ
て
原

因
調
査
と
補
修
工
事
を
実
施
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

次
回
の
委
員
会
は
、
校
舎
及

び
屋
内
体
育
館
の
補
修
工
事
中

に
開
催
し
、
現
地
調
査
を
実
施

す
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
委
員

会
を
閉
会
し
た
。

３
．
平
成
24
年
８
月
６
日
、
第

10
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

都
市
住
宅
課
長
、
学
校
教
育
課

長
の
出
席
を
求
め
、
要
求
に
基

づ
き
提
出
の
あ
っ
た
資
料
の
説

明
を
受
け
る
と
と
も
に
、
藤
城

小
学
校
校
舎
及
び
屋
内
体
育
館

の
補
修
状
況
に
つ
い
て
、
現
地

調
査
を
行
っ
た
。

　

校
舎
の
床
に
つ
い
て
は
、
不

具
合
だ
っ
た
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
材

を
剥
が
し
、
実
施
設
計
図
書
に

あ
る
北
海
道
パ
ー
ケ
ッ
ト
工
業

㈱
の
〝
リ
ー
ジ
ェ
ン
ト
キ
ャ
ン

パ
ス
ラ
イ
ト
〞
に
よ
り
張
替
が

進
ん
で
お
り
、
そ
の
他
の
不
良

個
所
に
つ
い
て
も
補
修
工
事
が

進
ん
で
お
り
、
予
定
ど
お
り
の

期
間
で
完
了
す
る
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

次
に
、
屋
内
体
育
館
の
結
露

対
策
に
つ
い
て
は
、
計
画
ど
お

り
ア
リ
ー
ナ
上
部
に
８
カ
所
の

吸
気
フ
ー
ド
の
取
り
付
け
が
完

了
し
、
稼
働
を
確
認
し
た
。
天

井
部
分
の
結
露
対
策
に
対
す
る

改
修
工
事
は
、
足
場
を
組
ん
で

既
存
の
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
成
型
板

の
撤
去
が
終
了
、
下
地
の
除
菌

後
、
新
た
な
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
成

型
板
の
取
り
付
け
が
準
備
さ
れ

て
い
た
。
屋
上
で
は
、
外
断
熱

工
法
に
よ
る
硬
質
ウ
レ
タ
ン
系

の
断
熱
材
を
引
き
込
み
、
防
水

工
事
が
準
備
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
た
、
現
在
工
事
中
の
プ
ー

ル
や
外
構
工
事
の
進
捗
状
況
に

つ
い
て
も
調
査
を
行
い
、
桜
の

木
が
伐
採
さ
れ
た
現
地
も
確
認

し
た
。

　

次
に
、
要
求
に
基
づ
い
て
提

出
資
料
の
説
明
を
受
け
た
。

　

提
出
資
料
は
、
①
桜
の
木
を

伐
採
し
た
工
事
写
真
、
②
伐
採

後
の
処
理
状
況
、
③
既
存
樹
木

剪
定
の
樹
種
及
び
工
事
写
真
で

あ
り
、
説
明
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

①
桜
の
木
を
伐
採
し
た
工
事
写

真
は
、
伐
採
前
か
ら
伐
採
及
び

抜
根
ま
で
の
一
連
の
工
程
写
真

で
あ
る
が
、
１
本
ご
と
の
写
真

は
な
い
。

②
伐
採
後
の
処
理
は
、
産
業
廃

棄
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
資
格
を

有
す
る
処
分
業
者
に
よ
っ
て
適

正
に
処
理
さ
れ
て
い
る
。

③
設
計
で
の
剪
定
11
本
と
は
、

マ
ツ
６
本
、
ア
カ
シ
ヤ
２
本
、

シ
ラ
カ
バ
１
本
、
ヤ
ナ
ギ
２
本

で
あ
る
が
、
プ
ー
ル
改
築
工
事

に
支
障
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
設

計
変
更
し
伐
採
し
て
い
る
。

　

次
に
、
当
議
会
議
長
及
び
当

特
別
委
員
会
委
員
長
に
提
出
の

あ
っ
た
陳
情
書
の
取
扱
い
に
つ

い
て
協
議
を
行
っ
た
。

　

陳
情
書
は
、「
藤
城
小
学
校

改
築
工
事
を
第
三
者
機
関
に
よ

る
再
調
査
を
し
て
い
た
だ
き
、

明
確
な
原
因
究
明
と
責
任
の
所

在
を
明
白
に
し
て
い
た
だ
き
た

い
」
と
い
う
趣
旨
で
、
藤
城
小

学
校
建
設
促
進
期
成
会
代
表
、

藤
城
地
域
町
内
会
会
長
、
藤
城

小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
な
ど
８
名

の
連
署
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

当
委
員
会
と
し
て
、
陳
情
書

の
趣
旨
は
理
解
で
き
る
も
の

の
、
第
三
者
機
関
等
の
付
属
機

関
を
設
置
す
る
こ
と
は
不
適
当

で
あ
る
た
め
、
町
理
事
者
側
に

第
三
者
機
関
の
設
置
を
求
め
る

こ
と
を
決
定
し
、
陳
情
者
に
理

解
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

次
回
の
委
員
会
で
は
、
提
出

資
料
に
基
づ
い
て
質
疑
を
行
う

と
と
も
に
、
委
員
か
ら
出
さ
れ

た
前
教
育
長
の
参
考
人
聴
取
に

関
す
る
意
見
に
つ
い
て
協
議
す

る
こ
と
を
確
認
し
て
、
委
員
会

を
閉
会
し
た
。

４
．
平
成
24
年
８
月
22
日
、
第

11
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

都
市
住
宅
課
長
、
学
校
教
育
課

長
の
出
席
を
求
め
、
前
回
提
出

さ
れ
て
い
る
資
料
の
説
明
を
受

け
る
と
と
も
に
、
質
疑
を
行
っ

た
。

　

は
じ
め
に
、
陳
情
者
か
ら
提

出
さ
れ
て
い
た
第
三
者
機
関
の

設
置
に
よ
る
調
査
の
陳
情
書
に

つ
い
て
、
当
議
会
か
ら
町
理
事

者
側
へ
要
請
し
た
件
に
つ
い

て
、
町
理
事
者
側
か
ら
社
団
法

人
北
海
道
建
築
士
事
務
所
協
会

函
館
支
部
に
委
託
し
た
い
と
の

報
告
が
あ
っ
た
が
、
委
員
か

ら
、
校
舎
の
設
計
・
監
理
業
務

を
受
注
し
た
業
者
と
の
関
わ
り

も
否
定
で
き
な
い
と
し
て
、
国

か
ら
指
定
を
受
け
て
い
る
中
立

性
の
あ
る
機
関
に
委
託
し
て
は

と
の
意
見
が
あ
り
、
町
理
事
者

側
は
、
再
度
検
討
す
る
こ
と
と
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し
た
。

　

ま
た
、
校
舎
及
び
屋
内
体
育

館
の
不
具
合
に
つ
い
て
は
、
予

定
ど
お
り
の
期
間
を
持
っ
て
全

て
の
補
修
工
事
が
完
了
し
た
こ

と
が
報
告
さ
れ
た
。

　

次
に
、
前
教
育
長
を
参
考
人

聴
取
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

協
議
を
行
い
、
聴
取
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
が
、
聴
取
す
る
日

時
及
び
聴
取
す
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
次
回
の
委
員
会
で
協
議

す
る
こ
と
と
し
た
。

　

次
回
は
、
前
述
に
記
載
の
と

お
り
、
前
教
育
長
の
参
考
人
聴

取
に
関
す
る
事
項
及
び
補
修
工

事
が
終
了
し
た
藤
城
小
学
校
の

現
地
調
査
す
る
こ
と
を
確
認
し

て
、
委
員
会
を
閉
会
し
た
。

５
．
平
成
24
年
９
月
３
日
、
第

12
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

町
長
、
副
町
長
、
教
育
長
、
都

市
住
宅
課
長
、
学
校
教
育
課
長

の
出
席
を
求
め
、
要
求
に
基
づ

き
提
出
の
あ
っ
た
資
料
の
説
明

を
受
け
る
と
と
も
に
、
補
修
工

事
が
完
了
し
た
藤
城
小
学
校
の

現
地
調
査
を
行
っ
た
。

　

は
じ
め
に
、
町
長
か
ら
、
藤

城
小
学
校
改
築
工
事
に
係
る
一

連
の
不
具
合
、
桜
の
木
の
伐
採

に
関
し
て
謝
罪
す
る
と
と
も

に
、
同
校
の
躯
体
構
造
に
関
す

る
調
査
を
国
か
ら
指
定
を
受
け

て
い
る
第
三
者
機
関
（
業
者
）

に
委
託
し
て
お
り
、
委
託
経
費

に
つ
い
て
は
、
専
決
処
分
に
よ

り
行
っ
た
こ
と
、
伐
採
し
た
桜

の
木
か
ら
新
芽
が
出
て
い
る
こ

と
な
ど
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

次
に
、
提
出
の
あ
っ
た
資
料

（
工
事
計
画
書
、
検
査
報
告
書
、

工
事
写
真
）
を
も
と
に
現
地
調

査
を
行
い
、
校
舎
及
び
屋
内
体

育
館
に
つ
い
て
は
、
提
出
書
類

の
と
お
り
補
修
工
事
が
完
了
し

た
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
プ
ー
ル
改
築
工
事
及
び
グ

ラ
ウ
ン
ド
等
外
構
工
事
の
進
捗

状
況
並
び
に
伐
採
し
た
桜
の
木

か
ら
出
て
い
る
新
芽
を
確
認
し

た
。

　

ま
た
、
町
は
、
伐
採
し
た
桜

の
木
か
ら
出
て
い
る
新
芽
を
生

か
す
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
、

外
構
工
事
の
工
期
に
つ
い
て
延

長
し
た
い
旨
の
報
告
が
あ
っ

た
。

　

次
に
、
前
教
育
長
の
参
考
人

聴
取
に
つ
い
て
は
、
招
致
す
る

日
時
を
次
回
の
委
員
会
と
し
、

桜
の
木
の
伐
採
に
関
す
る
こ
と

を
聴
取
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

次
回
の
委
員
会
は
、
平
成
24

年
第
３
回
定
例
会
の
会
期
中
に

開
催
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
、

委
員
会
を
閉
会
し
た
。

６
．
平
成
24
年
９
月
25
日
、
第

13
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

前
教
育
長
の
出
席
を
求
め
、
参

考
人
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
町

長
、
副
町
長
、
教
育
長
、
都
市

住
宅
課
長
、
学
校
教
育
課
長
の

出
席
を
求
め
、
情
報
提
供
を
受

け
た
。

　

は
じ
め
に
、
参
考
人
聴
取
が

行
わ
れ
、
委
員
長
か
ら

①
平
成
20
年
11
月
20
日
の
地
域

説
明
会
に
お
い
て
、
地
域
の
要

望
に
対
し
て
、
桜
の
木
に
つ
い

て
ど
う
説
明
し
て
い
る
か
。

②
現
教
育
長
に
対
し
て
、
桜
の

木
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
引
き

継
ぎ
し
た
か
。

③
桜
の
木
は
、
ど
う
な
る
と

思
っ
て
い
た
か
。

④
設
計
段
階
か
ら
桜
の
木
を
全

て
伐
採
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を

持
っ
て
い
た
か
。

　

参
考
人
か
ら
の
答
弁
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

①
地
域
か
ら
た
く
さ
ん
の
要
望

が
あ
っ
た
が
、
グ
ラ
ウ
ン
ド

は
、
国
道
側
に
あ
り
ボ
ー
ル
等

が
出
た
場
合
に
危
険
だ
と
い
う

考
え
か
ら
奥
の
方
に
移
動
、
桜

の
木
は
残
す
と
説
明
し
た
。

②
口
頭
で
の
説
明
は
記
憶
に
な

い
が
、
書
類
は
す
べ
て
引
き
継

い
で
い
る
。

③
教
育
委
員
会
と
し
て
残
す
考

え
で
い
た
。

④
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
位
置
を
変
更

し
た
た
め
、
そ
の
通
路
を
確

保
、
基
本
設
計
で
「
建
物
周
囲

の
緑
地
帯
に
既
存
樹
木
を
移

植
、
国
道
５
号
線
か
ら
の
騒
音

解
消
を
図
り
、
ア
プ
ロ
ー
チ
は

桜
並
木
を
配
置
、
緩
い
勾
配
と

し
道
路
段
差
を
緩
和
し
ま
す
」

な
ど
と
決
定
し
て
お
り
、
実
施

設
計
の
中
で
反
映
さ
れ
て
い
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

な
お
、
前
教
育
長
で
あ
る
参

考
人
か
ら
は
、
教
育
委
員
会
か

ら
当
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
桜

の
木
に
関
す
る
経
過
報
告
が
、

平
成
22
年
３
月
か
ら
平
成
24
年

４
月
ま
で
空
白
期
間
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、

町
・
教
育
委
員
会
が
地
域
住
民

と
１
日
で
も
早
い
信
頼
関
係
を

築
く
こ
と
に
対
し
、
議
会
と
し

て
も
努
力
す
る
こ
と
を
望
む
と

い
う
発
言
が
あ
っ
た
。

　

次
に
、
町
長
か
ら
９
月
６
日

に
藤
城
に
お
い
て
開
催
し
た
地

域
説
明
会
で
は
、
町
長
自
身
の

処
分
も
含
め
て
説
明
し
た
が
理

解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、

９
月
26
日
に
改
め
て
地
域
説
明

会
を
開
催
し
、
町
長
を
含
む
三

役
の
処
分
に
つ
い
て
、
地
域
住

民
の
理
解
を
得
ら
れ
れ
ば
、
９

月
28
日
の
平
成
24
年
第
３
回
定

例
会
最
終
日
に
追
加
の
関
係
議

案
を
提
出
し
た
い
旨
報
告
が

あ
っ
た
。

　

第
三
者
機
関
に
委
託
し
た
校

舎
の
建
物
状
況
調
査
報
告
書
の

提
出
が
あ
り
、
担
当
課
長
か
ら

詳
細
説
明
が
あ
っ
た
。

　

第
三
者
機
関
は
、
構
造
計
算

書
の
妥
当
性
、
構
造
計
算
書
と

構
造
図
の
整
合
性
及
び
施
工
が

適
切
に
行
わ
れ
た
か
否
か
に
つ

い
て
、
調
査
・
検
証
を
行
っ
て

い
る
。

　

構
造
計
算
及
び
構
造
図
の
整

合
性
の
検
証
で
は
、
建
築
基
準

法
に
則
り
行
わ
れ
て
お
り
、
計

算
フ
ロ
ー
、
計
算
結
果
に
一
貫

性
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、

構
造
計
算
書
と
構
造
図
と
の
整

合
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

施
工
状
況
で
は
、
構
造
図
と

躯
体
図
と
の
整
合
性
、
杭
工

事
、
鉄
筋
工
事
、
型
枠
工
事
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
等
関
係
資

料
に
よ
る
調
査
、
現
地
調
査
で

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
簡
易
診
断

（
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ン
マ
ー
法
）、

そ
の
他
現
地
状
況
（
建
物
全

般
）
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
て

お
り
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
問

題
は
な
い
と
し
、
適
切
に
工
事

が
行
わ
れ
た
と
判
断
さ
れ
て
い

る
。

　

以
上
の
説
明
を
受
け
、
委
員

会
を
閉
会
し
た
。

７
．
平
成
24
年
10
月
22
日
、
第

14
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

都
市
住
宅
課
長
、
学
校
教
育
課

長
の
出
席
を
求
め
、
グ
ラ
ウ
ン

ド
等
外
構
工
事
に
係
る
情
報
提

供
を
受
け
る
と
と
も
に
、
今
後

の
調
査
方
針
に
つ
い
て
、
協
議

し
た
。

　

グ
ラ
ウ
ン
ド
等
外
構
工
事
に

お
い
て
、
国
道
か
ら
グ
ラ
ウ

ン
ド
に
進
入
す
る
位
置
の
変

更
、
現
駐
車
場
の
出
入
口
の
拡

幅
等
の
設
計
変
更
を
行
い
、
併

伐採した桜の木から出ている新芽伐採した桜の木から出ている新芽
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せ
て
、
工
期
を
平
成
25
年
３
月

ま
で
延
長
し
た
い
と
の
報
告
が

あ
っ
た
。

　

ま
た
、
10
月
２
日
に
学
校
関

係
者
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
藤
城
各
町
内

会
長
等
と
協
議
を
行
い
、
新
た

な
植
栽
レ
イ
ア
ウ
ト
図
に
よ
り

植
栽
計
画
案
に
つ
い
て
説
明
を

行
い
、
地
域
の
理
解
を
得
ら
れ

た
こ
と
か
ら
、
次
の
臨
時
会
に

お
い
て
、
関
係
予
算
を
計
上
し

た
い
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

次
に
、
今
後
の
調
査
方
針
の

中
で
委
員
か
ら
、
前
教
育
長
に

対
す
る
参
考
人
聴
取
の
会
議
録

を
精
査
し
、
今
ま
で
の
調
査
と

の
整
合
性
を
図
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
の
意
見
が
あ
り
、
未
定

稿
の
会
議
録
の
精
査
を
行
っ

た
。

　

会
議
録
の
精
査
で
は
、
参
考

人
の
発
言
と
今
ま
で
の
町
理
事

者
側
と
の
発
言
に
整
合
性
が
取

れ
な
い
部
分
が
あ
る
と
し
て
、

次
回
の
委
員
会
に
副
町
長
、
教

育
長
の
出
席
を
求
め
て
、
発
言

の
確
認
を
す
る
こ
と
と
し
、
委

員
会
を
閉
会
し
た
。

８
．
平
成
24
年
11
月
12
日
、
第

15
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

副
町
長
、
教
育
長
の
出
席
を
求

め
、
桜
の
木
に
係
る
参
考
人
聴

取
に
お
け
る
参
考
人
の
発
言

と
、
今
ま
で
の
発
言
と
整
合
性

の
取
れ
な
い
部
分
を
確
認
し

た
。

　

前
教
育
長
の
発
言
に
「
桜
の

木
は
残
す
考
え
で
あ
っ
た
」、

「
建
物
周
囲
の
緑
地
帯
に
既
存

樹
木
を
移
植
し
、
国
道
５
号
線

か
ら
の
騒
音
解
消
を
図
る
」
で

あ
っ
た
が
、
副
町
長
は
「
旧
校

舎
の
校
門
か
ら
左
側
の
桜
を
考

え
て
お
り
、
右
側
は
勝
手
に
解

釈
し
て
し
ま
い
反
省
し
て
い

る
」
と
発
言
、
教
育
長
は
「
私

は
、
桜
の
木
を
伐
採
す
る
ま
で

知
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
発
言

し
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
移
植
か
ら

伐
採
に
至
っ
た
経
過
に
つ
い
て

再
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
副
町
長

は
「
移
植
し
て
も
残
し
た
い
気

持
ち
は
あ
っ
た
が
、
費
用
面
等

の
課
題
も
多
く
、
実
施
設
計
の

段
階
で
伐
採
す
る
こ
と
と
な
っ

た
が
、
地
域
に
説
明
し
て
お
ら

ず
、
前
教
育
長
の
意
図
を
き
ち

ん
と
把
握
で
き
な
か
っ
た
こ
と

を
反
省
し
て
い
る
」
と
発
言

し
、
教
育
長
は
「
引
き
継
ぎ
さ

れ
た
基
本
設
計
、
実
施
設
計
を

も
っ
と
確
認
す
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
、
不
用
意
な
発
言
に
よ

り
、
特
別
委
員
会
や
地
域
を
混

乱
さ
せ
た
こ
と
を
反
省
し
て
い

る
」
と
発
言
し
て
い
る
。

　

以
上
の
質
疑
の
後
、
平
成
24

年
第
４
回
定
例
会
に
最
終
報
告

を
行
い
、
委
員
会
活
動
を
終
了

す
る
こ
と
を
確
認
し
、
委
員
会

を
閉
会
し
た
。

９
．
平
成
24
年
11
月
27
日
、
第

16
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

こ
れ
ま
で
の
調
査
活
動
に
つ
い

て
、
平
成
24
年
第
４
回
定
例
会

に
提
出
す
る
最
終
報
告
書
の
ま

と
め
を
行
い
、
委
員
会
を
閉
会

し
た
。

10
．
ま
と
め

　

当
委
員
会
は
、
藤
城
小
学
校

校
舎
は
竣
工
後
１
年
も
経
た
な

い
う
ち
に
校
舎
全
体
の
床
に
不

陸
が
生
じ
る
不
具
合
が
生
じ
た

こ
と
か
ら
そ
の
原
因
を
調
査
す

る
た
め
、
平
成
24
年
第
１
回
定

例
会
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
い

る
。

　

し
か
し
、
そ
の
調
査
中
に
、

校
舎
に
お
い
て
は
１
年
点
検
で

100
カ
所
以
上
に
わ
た
る
不
具
合

が
発
見
さ
れ
、
平
成
24
年
１
月

に
完
成
し
た
屋
内
体
育
館
で
は

結
露
が
生
じ
、
さ
ら
に
は
、
平

成
24
年
度
施
工
中
の
外
構
工
事

で
は
、
計
画
段
階
で
残
す
予
定

で
あ
っ
た
桜
の
木
が
伐
採
さ

れ
、
地
域
に
お
い
て
も
大
き
な

問
題
に
発
展
し
て
い
る
。

　

は
じ
め
に
、
床
の
不
陸
及
び

100
カ
所
以
上
に
わ
た
る
不
具
合

に
つ
い
て
は
、
平
成
24
年
６
月

定
例
会
に
お
い
て
中
間
報
告
し

た
と
お
り
、
床
に
つ
い
て
は
、

搬
入
さ
れ
た
床
材
に
も
原
因
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

他
の
不
具
合
に
つ
い
て
は
、
主

た
る
原
因
を
特
定
す
る
の
は
困

難
で
あ
る
が
、
施
工
に
お
い
て

粗
雑
な
工
事
で
あ
っ
た
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

補
修
工
事
後
に
実
施
さ
れ
た

第
三
者
機
関
で
の
検
証
に
お
い

て
、
特
段
の
問
題
点
が
指
摘
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
当

初
の
施
工
に
問
題
が
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

　

次
に
、
屋
内
体
育
館
の
結
露

に
つ
い
て
は
、
外
気
温
の
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
に
加
え
、

館
内
の
換
気
が
計
算
ど
お
り
機

能
し
な
い
こ
と
が
原
因
と
し
、

外
気
温
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

屋
上
防
水
工
事
に
外
断
熱
工
法

を
採
用
し
、
換
気
不
足
に
対
し

て
は
、
新
た
に
８
カ
所
の
吸
気

フ
ー
ド
を
設
置
す
る
な
ど
、
補

修
工
事
を
終
了
し
て
い
る
。
町

理
事
者
側
は
設
計
ミ
ス
か
否
か

の
判
断
は
し
て
い
な
い
も
の

の
、
補
修
工
事
に
係
る
費
用
を

設
計
業
者
が
自
ら
負
担
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
設
計
業
者
の
設

計
ミ
ス
と
判
断
で
き
る
。

　

次
に
、
桜
の
木
の
伐
採
は
、

基
本
設
計
で
は
、
既
存
樹
16
本

移
植
と
あ
る
が
、
実
施
設
計
で

は
移
植
の
文
字
が
消
え
、
伐
採

に
至
っ
た
。
庁
内
に
お
け
る
連

携
・
引
き
継
ぎ
・
確
認
の
不
足

に
加
え
、
町
理
事
者
側
の
地
域

住
民
へ
の
実
施
設
計
の
内
容
説

明
不
足
が
解
決
の
機
会
を
失
わ

せ
た
。

　

ま
た
、
伐
採
後
の
地
域
住
民

へ
の
説
明
の
場
で
の
町
理
事
者

側
の
不
適
切
な
発
言
が
、
住
民

感
情
を
傷
つ
け
た
こ
と
も
問
題

を
大
き
く
し
た
原
因
で
あ
る
。

　

な
お
、
桜
の
木
の
伐
採
の
影

響
か
ら
、
外
構
工
事
の
変
更
等

に
よ
り
工
期
が
平
成
25
年
３
月

ま
で
延
長
と
な
っ
た
が
、
来
春

か
ら
供
用
開
始
見
込
み
と
な
っ

て
い
る
。

　

藤
城
小
学
校
改
築
工
事
に
伴

う
一
連
の
不
祥
事
で
、
町
長
を

は
じ
め
と
す
る
三
役
は
減
給
処

分
（
町
長
：
100
分
の
20
を
２
カ

月
、
副
町
長
：
100
分
の
10
を
２

カ
月
、
教
育
長
：
100
分
の
30
を

３
カ
月
）、
職
員
２
名
は
懲
戒

植栽されたソメイヨシノ植栽されたソメイヨシノ

藤城小学校グラウンド藤城小学校グラウンド
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審

査

の

経

過

　

審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
町
長

か
ら
提
出
さ
れ
た
決
算
書
及
び

決
算
に
関
す
る
関
係
書
類
、
証

書
類
の
ほ
か
、
当
委
員
会
が
要

求
し
た
資
料
等
を
も
と
に
、
担

当
課
長
等
の
出
席
を
求
め
て
審

査
を
行
う
と
と
も
に
、
町
長
へ

の
総
括
質
疑
を
行
っ
た
。

審

査

の

結

果

一 

般 
会 
計

　

平
成
23
年
度
一
般
会
計
の
決

算
審
査
に
つ
い
て
は
、
地
方
自

治
法
第
233
条
に
決
算
の
手
順
が

明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
第
５

項
に
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の

長
は
、
第
３
項
の
規
定
に
よ
り

決
算
を
議
会
の
認
定
に
付
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
当
該
決
算
に

係
る
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要

な
施
策
の
成
果
を
説
明
す
る
書

類
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
書
類

を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な

平
成
23
年
度
決
算
審
査

特
別
委
員
会
報
告
書

（
要
旨
掲
載
）

委
員
長　

上
野　

武
彦

処
分
（
100
分
の
５
減
給
を
１
カ

月
、
戒
告
）、
設
計
業
者
及
び

施
工
業
者
は
２
カ
月
の
指
名
停

止
処
分
が
行
わ
れ
、
多
く
の
関

係
者
が
責
任
を
負
う
事
態
と

な
っ
た
。

　

特
に
、
地
域
を
巻
き
込
ん
だ

町
理
事
者
側
へ
の
不
信
感
が
深

刻
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

町
理
事
者
側
は
、
地
域
と
の
連

携
を
深
め
、
一
日
で
も
早
く
信

頼
回
復
に
努
め
る
こ
と
が
責
務

で
あ
る
。

　

ま
た
、
補
修
工
事
の
す
べ
て

を
予
定
期
間
内
に
終
え
る
こ
と

が
で
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
冬
を

迎
え
る
に
あ
た
り
、
各
箇
所
の

暖
房
を
入
れ
た
と
き
の
使
用
材

料
や
換
気
の
変
化
に
は
十
分
な

監
視
と
状
態
の
把
握
が
必
要
で

あ
り
、
残
さ
れ
た
外
構
工
事
や

植
栽
工
事
に
つ
い
て
も
頻
繁
に

現
地
に
出
向
い
て
指
揮
・
監
督

し
、
適
正
に
工
事
が
施
工
さ
れ

る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
今
回
の
一
連
の
不
祥

事
は
、
行
政
改
革
等
に
伴
う
人

事
異
動
に
よ
り
、
職
員
間
に
お

け
る
ス
ム
ー
ズ
な
引
き
継
ぎ
が

な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
要
因

の
一
つ
で
は
な
い
か
と
の
指
摘

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
職
員
教
育

に
よ
る
適
材
適
所
へ
の
配
置
と

と
も
に
、
必
要
と
思
わ
れ
る
問

題
点
に
つ
い
て
は
口
頭
で
の
伝

達
も
含
め
て
、
し
っ
か
り
と
し

た
事
務
事
業
の
引
き
継
ぎ
を
強

く
望
む
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
、
今
ま
で
当
委
員
会

が
調
査
し
た
最
終
報
告
で
あ
る

が
、
今
回
の
一
番
の
被
害
者
は

藤
城
小
学
校
へ
通
う
児
童
で
あ

る
。

　

町
理
事
者
側
は
、
今
回
の
不

祥
事
を
教
訓
に
、
今
後
、
近
々

着
工
す
る
と
思
わ
れ
る
大
中
山

小
学
校
改
築
工
事
や
他
の
公
共

施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
庁

舎
内
で
の
十
分
な
検
討
や
地
域

説
明
会
な
ど
に
生
か
す
こ
と
を

望
み
、
委
員
会
活
動
を
終
了
す

る
。

ら
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

地
方
自
治
法
第
233
条
第
５
項

に
か
ん
が
み
れ
ば
、
議
会
に
お

け
る
決
算
審
査
は
、
単
な
る
収

支
の
審
査
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事

業
の
成
果
に
つ
い
て
も
積
極
的

に
検
討
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を

期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

歳
入
に
お
い
て
は
、
雑
入
に

最
終
処
分
場
排
水
浄
化
活
性
炭

未
使
用
分
返
還
金
１
千
273
万
５

千
454
円
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
活
性
炭
未
使
用
の
虚
偽

報
告
事
件
に
よ
り
発
生
し
た
も

の
で
あ
り
、
議
会
に
お
い
て
も

特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
い

る
。

　

歳
出
に
お
い
て
は
、
学
校
建

設
費
の
中
に
、
繰
越
分
の
藤
城

小
学
校
屋
内
体
育
館
改
築
工
事

監
理
委
託
料
558
万
６
千
円
が
含

ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
議
会

も
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
調

査
中
で
あ
る
が
、
設
計
業
者

が
自
費
で
大
規
模
補
修
を
行

い
、
町
は
行
政
処
分
を
行
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
件
に
よ

り
、
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置

す
る
こ
と
は
、
遺
憾
で
あ
る
。

　

次
に
、
本
決
算
委
員
会
で
継

続
審
査
と
な
っ
た
社
会
福
祉
総

務
費
の
中
に
、
繰
越
分
認
知
症

高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
防
火

設
備
緊
急
整
備
事
業
補
助
金
１

千
886
万
円
が
含
ま
れ
て
お
り
、

計
画
協
議
書
の
書
類
不
備
２
箇

所
、
補
助
金
交
付
申
請
書
の
書

類
不
備
４
箇
所
が
継
続
審
査
中

に
表
面
化
し
た
。

　

こ
の
３
事
案
は
、
書
類
審
査

と
検
証
を
正
確
に
行
っ
て
い
れ

ば
未
然
防
止
が
可
能
で
あ
り
、

ま
た
、
２
つ
の
繰
越
事
業
は
予

算
化
さ
れ
て
か
ら
再
精
査
す
る

時
間
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
３
事
案
に
よ
っ
て
町
政

の
停
滞
、
そ
れ
は
担
当
部
局
が

事
務
処
理
量
の
増
加
に
よ
り
、

そ
の
期
間
中
は
、
当
初
の
予
定

よ
り
他
事
業
に
影
響
が
出
て
い

た
と
考
え
る
。

　

町
民
は
虚
偽
報
告
や
大
規
模

補
修
の
件
で
町
政
に
対
す
る
信

頼
が
揺
ら
い
で
き
て
い
る
。

　

以
上
の
件
に
つ
い
て
、
町
長

へ
の
総
括
質
疑
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
町
長
も
最
終
処
分
場
と
藤

城
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
議
会

に
大
変
な
労
力
を
使
わ
し
た
こ

と
を
謝
罪
し
、
書
類
不
備
に
つ

い
て
も
、
職
員
に
対
し
て
し
っ

か
り
指
導
す
る
と
し
て
い
る
。

そ
の
他
町
長
へ
の
総
括
質
疑
に

つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

　

本
委
員
会
審
査
中
に
お
い

て
、
疑
義
の
あ
る
法
人
・
事
業

者
で
あ
っ
て
も
、
公
募
の
受

付
、
選
定
決
定
を
す
る
の
か
、

ま
た
、
会
計
検
査
院
で
補
助
金

の
返
還
を
求
め
た
れ
た
ら
、
町

は
責
任
を
取
る
の
か
と
い
う
質

問
に
対
し
、
町
長
は
、
疑
わ
し

き
は
罰
せ
ず
で
あ
り
、「
ク
ロ
」

と
は
っ
き
り
し
た
段
階
で
処
分

す
る
。
ま
た
、
補
助
金
の
返
還

に
つ
い
て
は
、
町
が
責
任
を

も
っ
て
返
還
さ
せ
る
と
し
て
い

る
。

　

次
に
、
書
類
の
不
備
、
担
当

課
の
チ
ェ
ッ
ク
の
甘
さ
が
あ

り
、
し
っ
か
り
や
っ
て
い
た
だ

き
た
い
。
指
導
徹
底
す
る
対
策

は
考
え
て
い
る
か
と
の
質
問

に
対
し
、
職
員
に
は
、
書
類
の

中
味
を
精
査
し
て
き
ち
ん
と

チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
に
指
導
し

て
い
る
。

　

ま
た
、
副
町
長
は
、
毎
日
の

色
々
な
書
類
の
決
裁
の
中
で
、

チ
ッ
ェ
ク
し
担
当
課
に
対
し
て

指
導
を
し
て
い
る
と
し
て
い

る
。

　

次
に
、
ク
ボ
タ
の
件
、
藤
城

小
学
校
の
件
、
福
祉
の
件
に
つ
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い
て
、
今
ま
で
に
か
つ
て
な
い

問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
担
当

課
は
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
と
し

て
の
意
識
改
革
を
き
ち
ん
と
し

て
い
た
だ
き
い
と
の
質
問
に
対

し
、
職
員
教
育
は
、
色
々
な
研

修
、
管
理
職
の
意
識
改
革
、
常

に
緊
張
感
を
持
つ
よ
う
指
導
し

て
い
き
た
い
と
し
て
い
る
。

　

次
に
、
議
員
と
し
て
、
町
民

に
対
し
て
の
説
明
責
任
が
あ

る
。
町
民
の
信
頼
を
回
復
す
る

た
め
、
書
類
の
不
備
を
チ
ェ
ッ

ク
す
る
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
が

必
要
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が

あ
っ
た
。

　

以
上
、
本
会
計
に
つ
い
て

は
、
計
数
に
間
違
い
は
な
い

が
、
事
業
の
効
果
に
疑
問
が
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
て
起
立
採
決

を
し
た
結
果
、
賛
成
６
名
、
反

対
８
名
に
よ
り
不
認
定
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
た
。

　

な
お
、
賛
成
者
か
ら
少
数
意

見
の
留
保
が
あ
っ
た
。

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

　

本
会
計
の
実
質
収
支
額
は
、

５
千
272
万
１
千
円
と
赤
字
で
あ

り
、
実
質
収
支
額
か
ら
前
年
度

繰
越
金
を
差
し
引
い
た
単
年
度

収
支
額
も
９
千
156
万
円
の
赤
字

と
な
っ
て
い
る
。

　

歳
入
の
う
ち
、
国
民
健
康
保

険
税
は
、
一
世
帯
あ
た
り
の
税

額
及
び
被
保
険
者
一
人
あ
た
り

の
税
額
は
前
年
度
と
比
較
し
て

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
加
入
世

帯
及
び
被
保
険
者
数
が
前
年
度

よ
り
35
世
帯
、
58
人
増
え
た
こ

と
に
よ
り
、
現
年
課
税
分
の
調

定
額
は
731
万
５
千
円
増
加
し
て

い
る
。

　

し
か
し
、
滞
納
繰
越
分
の
調

定
額
が
減
少
し
て
お
り
、
国
民

健
康
保
険
税
全
体
の
調
定
額
は

前
年
度
と
比
較
し
て
４
千
613
万

４
千
円
減
少
し
て
い
る
が
、
滞

納
者
へ
の
納
税
相
談
や
差
押
え

な
ど
の
収
納
強
化
に
よ
り
、
収

入
額
で
173
万
７
千
円
の
増
、
収

納
率
で
は
３
．
４
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
不
納
欠
損
額
は
２
千

49
万
１
千
円
で
前
年
度
と
比
較

し
て
467
万
３
千
円
の
減
、
収
入

未
済
額
も
２
億
３
千
936
万
８
千

円
で
前
年
度
と
比
較
し
て
４
千

319
万
８
千
円
の
減
少
で
あ
り
、

収
納
強
化
の
効
果
は
あ
る
も
の

の
、
ま
だ
ま
だ
多
額
な
状
況
で

あ
る
。

　

他
の
歳
入
は
、
前
年
度
比
較

し
て
、
療
養
給
付
費
交
付
金
で

９
千
717
万
円
（
81
．
８
％
）
増

加
し
て
い
る
も
の
の
、
国
庫

支
出
金
で
９
千
792
万
７
千
円

（
10
．
１
％
）
減
少
、
共
同
事

業
交
付
金
で
６
千
618
万
６
千
円

（
16
．
２
％
）
減
少
し
て
い
る
。

　

歳
出
の
う
ち
、
諸
支
出
金

は
、
国
庫
支
出
金
等
返
還
金
の

増
加
に
よ
り
前
年
度
と
比
較

し
て
２
千
604
万
５
千
円
（
111
．

３
％
）
の
大
幅
な
増
加
と
な
っ

て
い
る
。

　

ま
た
、
保
険
給
付
費
は
23
億

９
千
997
万
４
千
円
と
な
っ
て
お

り
、
前
年
度
と
比
較
し
て
659
万

９
千
円
（
０
．
３
％
）
の
微
増

と
な
っ
て
い
る
。

　

療
養
諸
費
１
人
当
り
費
用
額

は
34
万
７
千
円
と
な
っ
て
お

り
、
前
年
度
と
比
較
し
て
２
千

円
（
０
．
５
％
）
の
微
増
で
あ

る
が
、
今
後
、
一
時
的
な
流

行
病
な
ど
に
よ
り
医
療
費
が
嵩

む
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
保

険
給
付
費
も
増
加
す
る
こ
と
か

ら
、
赤
字
額
が
増
嵩
し
、
本
会

計
の
財
政
運
営
は
、
よ
り
一
層

深
刻
な
状
況
が
予
想
さ
れ
る
。

　

以
上
、
本
会
計
は
、
実
質
収

支
額
及
び
単
年
度
収
支
額
が
赤

字
で
あ
る
が
、
支
出
に
つ
い
て

も
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と

判
断
し
、
全
員
一
致
で
認
定
す

べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　

な
お
、
実
質
収
支
額
の
５
千

272
万
１
千
円
の
赤
字
は
、
平
成

24
年
度
予
算
か
ら
繰
上
充
用
し

て
い
る
が
、
平
成
23
年
度
決
算

に
お
い
て
歳
入
で
国
民
健
康
保

険
税
が
増
加
し
、
歳
出
の
大
部

分
を
占
め
る
保
険
給
付
費
が
微

増
に
も
か
か
わ
ら
ず
赤
字
に

な
っ
た
こ
と
は
、
今
後
の
財
政

運
営
は
非
常
に
厳
し
さ
を
増
す

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
国
民
健
康

保
険
は
、
加
入
者
が
納
付
す
る

国
民
健
康
保
険
税
を
財
源
と
し

て
運
営
さ
れ
る
の
が
基
本
で
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
会
計
の

健
全
な
運
営
及
び
加
入
者
負
担

の
公
平
性
を
期
す
る
う
え
か
ら

厳
し
い
収
納
対
策
が
必
要
で
あ

る
。後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

　

本
会
計
の
実
質
収
支
額
は
687

万
５
千
円
の
黒
字
で
あ
る
が
、

そ
の
額
は
出
納
閉
鎖
期
間
の
４

月
１
日
か
ら
５
月
31
日
ま
で
に

納
付
さ
れ
た
保
険
料
で
、
平
成

24
年
度
に
お
い
て
北
海
道
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
納
付

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
収
入

未
済
額
が
454
万
円
と
な
っ
て
お

り
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
こ

と
、
不
納
欠
損
額
も
４
万
３
千

円
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
収
納

対
策
の
強
化
を
望
む
も
の
で
あ

る
。

　

以
上
、
本
会
計
は
、
収
納
対

策
の
強
化
を
望
む
も
の
の
、
実

質
収
支
額
が
黒
字
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
適
正
に
歳
入
が
確
保
さ

れ
、
歳
出
も
適
正
に
執
行
さ
れ

て
い
る
も
の
と
判
断
し
、
全
員

一
致
で
認
定
す
べ
き
も
の
と
決

定
し
た
。

介
護
保
険
特
別
会
計

　

本
会
計
の
実
質
収
支
額
は
840

万
２
千
円
の
黒
字
で
あ
る
が
、

実
質
収
支
額
か
ら
前
年
度
繰
越

金
を
差
し
引
い
た
単
年
度
収
支

額
は
１
千
185
万
２
千
円
の
赤
字

と
な
っ
て
お
り
、
介
護
保
険
料

の
不
能
欠
損
額
が
235
万
円
、
収

入
未
済
額
が
１
千
18
万
７
千
円

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
収
納

対
策
の
強
化
を
望
む
も
の
で
あ

る
。

　

歳
入
は
、
国
庫
支
出
金
、
支

払
基
金
交
付
金
及
び
繰
入
金
な

ど
の
増
に
よ
り
前
年
度
と
比
較

し
て
７
千
502
万
３
千
円
（
４
．

０
％
）
の
増
加
で
あ
り
、
歳
出

は
、
総
務
費
及
び
保
険
給
付
費

な
ど
の
増
に
よ
り
前
年
度
と
比

較
し
て
８
千
687
万
５
千
円（
４
．

７
％
）
の
増
加
と
な
っ
て
い

る
。

　

次
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

勘
定
に
つ
い
て
は
、
歳
入
歳
出

同
額
の
１
千
155
万
８
千
円
と

な
っ
て
い
る
。

　

歳
入
は
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
計
画
費
収
入
で
あ
り
、
歳
出

は
、
全
額
が
保
険
事
業
勘
定
に

繰
出
し
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
本
会
計
は
、
収
納
対

策
の
強
化
を
望
む
も
の
の
、
実

質
収
支
額
が
黒
字
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
適
正
に
歳
入
が
確
保
さ

れ
、
歳
出
も
適
正
に
執
行
さ
れ

て
い
る
も
の
と
判
断
し
、
全
員

一
致
で
認
定
す
べ
き
も
の
と
決

定
し
た
。

下
水
道
事
業
特
別
会
計

　

本
会
計
の
実
質
収
支
額
は
157

万
７
千
円
の
黒
字
で
あ
る
が
、

実
質
収
支
額
か
ら
前
年
度
繰
越

金
を
差
し
引
い
た
単
年
度
収
支

額
は
116
万
５
千
円
の
赤
字
と

な
っ
て
い
る
。

　

平
成
23
年
度
末
の
公
共
下
水

道
、
特
環
下
水
道
を
合
わ
せ
た

排
水
区
域
面
積
は
697
㌶
で
、
前

年
度
よ
り
７
㌶
増
加
し
、
下
水

管
布
設
延
長
は
１
㌔
㍍
増
の
125

㌔
㍍
で
あ
る
。

　

ま
た
、
年
間
有
収
水
量
は
278

万
９
千
850
立
方
㍍
で
前
年
度
よ

り
４
万
１
千
11
立
方
㍍
減
少

し
、
料
金
収
入
は
３
億
４
千
537
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万
８
千
円
で
、
前
年
度
よ
り

212
万
７
千
円
の
減
と
な
っ
て
い

る
。

　

受
益
者
分
担
金
及
び
下
水
道

使
用
料
の
収
入
未
済
額
は
１
千

866
万
４
千
円
で
、
前
年
度
と
比

較
し
て
10
万
９
千
円
減
少
し
て

い
る
も
の
の
、
下
水
道
事
業
は

主
に
受
益
者
分
担
金
、
下
水
道

使
用
料
並
び
に
一
般
会
計
か
ら

の
繰
入
金
を
財
源
と
し
て
運
営

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
よ
り

一
層
収
納
対
策
に
努
め
る
べ
き

で
あ
る
。

　

歳
入
は
、
国
庫
支
出
金
、
繰

入
金
は
増
加
し
て
い
る
も
の

の
、
分
担
金
及
び
負
担
金
及
び

町
債
な
ど
の
減
に
よ
り
前
年
度

と
比
較
し
て
48
万
３
千
円（
０
．

０
％
）
の
減
少
で
あ
り
、
歳
出

は
、
公
共
下
水
道
事
業
費
は
減

少
し
て
い
る
も
の
の
、
公
債
費

の
増
に
よ
り
前
年
度
と
比
較
し

て
68
万
１
千
円
（
０
．
１
％
）

の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
、
本
会
計
は
、
収
納
対

策
の
強
化
を
望
む
も
の
の
、
実

質
収
支
額
が
黒
字
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
適
正
に
歳
入
が
確
保
さ

れ
、
歳
出
も
適
正
に
執
行
さ
れ

て
い
る
も
の
と
判
断
し
、
全
員

一
致
で
認
定
す
べ
き
も
の
と
決

定
し
た
。

土
地
造
成
事
業
特
別
会
計

　

本
会
計
の
実
質
収
支
額
は
510

万
７
千
円
の
黒
字
で
あ
り
、
実

質
収
支
額
か
ら
前
年
度
繰
越
金

を
差
し
引
い
た
単
年
度
収
支
額

も
４
万
６
千
円
の
黒
字
と
な
っ

て
い
る
。

　

歳
入
は
、
平
成
23
年
度
も
土

地
売
払
収
入
が
な
く
、
財
産
収

入
と
繰
越
金
で
あ
り
、
前
年
度

と
比
較
し
て
６
万
２
千
円（
１
．

２
％
）
の
減
少
で
あ
り
、
歳
出

も
、
前
年
度
と
比
較
し
て
10
万

７
千
円
（
49
．
９
％
）
の
減
少

と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
、
本
会
計
は
、
未
売
却

地
の
早
期
処
分
が
望
ま
れ
る

が
、
実
質
収
支
額
は
黒
字
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
適
正
に
歳
入
が

確
保
さ
れ
、
歳
出
も
適
正
に

執
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
判
断

し
、
全
員
一
致
で
認
定
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
た
。

水
道
事
業
会
計

　

営
業
収
益
４
億
165
万
９
千
円

と
営
業
外
収
益
２
千
98
万
円
の

合
計
額
４
億
２
千
263
万
９
千
円

か
ら
、
営
業
費
用
３
億
３
千
797

万
円
と
営
業
外
費
用
６
千
293
万

７
千
円
を
合
計
し
た
４
億
90
万

７
千
円
を
差
し
引
い
た
経
常
利

益
は
２
千
173
万
２
千
円
で
あ

る
。

　

経
常
利
益
か
ら
、
水
道
料
金

の
不
納
欠
損
処
分
で
あ
る
特
別

損
失
652
万
５
千
円
を
差
し
引
い

た
当
年
度
純
利
益
は
１
千
520
万

７
千
円
で
あ
る
。

　

平
成
24
年
３
月
31
日
現
在
の

水
道
料
金
の
未
収
金
は
、
平
成

23
年
度
分
で
４
千
694
万
９
千

円
、
平
成
22
年
度
以
前
の
滞
納

繰
越
分
で
２
千
909
万
５
千
円
、

合
わ
せ
て
７
千
604
万
４
千
円
で

あ
り
、
前
年
度
に
比
べ
て
365
万

８
千
円
減
少
し
て
い
る
。
ま

た
、
平
成
23
年
度
分
の
未
収
金

４
千
694
万
９
千
円
に
は
、
平
成

23
年
４
月
に
徴
収
す
る
３
月
分

の
水
道
料
金
３
千
75
万
１
千
円

（
前
年
同
期
75
万
４
千
円
増
）

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

滞
納
者
へ
の
給
水
停
止
処
分
等

の
効
果
が
表
れ
て
い
る
。

　

本
会
計
は
、
企
業
努
力
に
よ

り
利
益
を
生
じ
て
い
る
も
の

の
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

受
け
て
い
る
住
民
の
公
平
性
を

堅
持
す
る
た
め
に
も
未
収
金
の

圧
縮
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
未
納
額
が
膨

ら
ま
な
い
う
ち
に
早
め
の
徴
収

を
行
う
こ
と
と
悪
質
な
滞
納
者

に
対
し
て
は
、
厳
し
く
対
処
す

る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ

る
。

　

平
成
23
年
度
の
建
設
改
良
費

は
、
車
両
基
地
建
設
に
伴
う
水

道
管
移
設
工
事
、
鳴
川
地
区
配

水
管
新
設
工
事
、
大
川
地
区
老

朽
管
布
設
替
工
事
、
大
川
地
区

深
井
戸
水
源
整
備
工
事
な
ど
の

工
事
費
の
ほ
か
、
取
替
用
量
水

器
購
入
費
等
で
９
千
165
万
１
千

円
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
企
業
債
償
還
金
は
８

千
431
万
９
千
円
で
前
年
度
に

比
べ
１
千
211
万
９
千
円
（
16
．

８
％
）
の
増
加
と
な
っ
て
い

る
。

　

以
上
、
本
会
計
に
つ
い
て

は
、
適
正
な
予
算
執
行
が
行
わ

れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
、
ま

た
、
水
道
事
業
の
施
設
整
備
及

び
適
切
な
維
持
管
理
を
行
い
、

充
実
し
た
安
全
な
水
の
供
給
を

図
り
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と

健
全
な
企
業
会
計
の
運
営
が
図

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
員

一
致
で
認
定
す
べ
き
も
の
と
決

定
し
た
。

　

な
お
、
当
年
度
純
利
益
が
１

千
520
万
７
千
円
生
じ
て
い
る

が
、
平
成
23
年
度
よ
り
一
般
会

計
か
ら
２
千
74
万
２
千
円
を
補

助
金
と
し
て
受
け
て
い
る
こ
と

に
よ
る
も
の
で
、
補
助
金
を
除

く
と
553
万
５
千
円
の
当
年
度
純

損
失
と
な
る
。

　

今
後
も
、
藤
城
簡
易
水
道
拡

張
事
業
に
伴
う
企
業
債
元
金
及

び
利
子
の
償
還
が
続
く
こ
と
か

ら
、
中
長
期
的
な
経
営
計
画
の

も
と
、
慎
重
な
企
業
会
計
の
執

行
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

10月26日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○
12月11日 △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12月12日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12月13日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※判定　○=出席、×=欠席、△=遅参・早退・中座、公=公務、忌=忌引

平成 23年度決算の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　（単位：円）
決算額

会計名 歳 入 総 額 歳 出 総 額 歳 入 歳 出
差  引  額

繰越明許費
繰   越   額 実質収支額

一 般 会 計 10,306,908,314 10,118,861,161 188,047,153 42,360,000 145,687,153 
特

別

会

計

国 民 健 康 保 険 3,380,430,771 3,433,151,619 △ 52,720,848 △ 52,720,848
後 期 高 齢 者 医 療 347,335,683 340,460,383 6,875,300 6,875,300 
介 護 保 険 1,966,729,174 1,958,327,351 8,401,823 8,401,823 
下 水 道 事 業 988,964,335 987,387,203 1,577,132 1,577,132 
土 地 造 成 事 業 5,215,264 107,880 5,107,384 5,107,384 

水 道 事 業
収益的収支 442,300,081 422,738,402 19,561,679 19,561,679 
資本的収支 53,980,000 175,969,545 △ 121,989,545 △ 121,989,545
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